
＝
二
世
紀
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
「
異
端
」
の
抑
圧
と
文
書
利
用
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【
要
約
】
　
異
端
審
問
の
導
入
と
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
よ
る
統
治
の
開
始
と
い
う
新
し
い
状
況
に
直
面
す
る
＝
二
世
紀
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
、

「
異
端
」
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
一
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
異
端
審
問
官
と
都
市
民
の
間
の
「
異
端
」
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
の
事

例
、
お
よ
び
こ
う
し
た
過
去
の
「
異
端
扁
問
題
を
理
由
に
今
度
は
国
王
役
人
に
よ
っ
て
財
産
没
収
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
都
市
姉
た
ち
が
国
王
に
嘆
願
を

な
し
、
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
の
特
許
状
を
引
き
出
し
た
と
い
う
～
三
世
紀
後
半
の
事
例
を
、
文
書
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、

異
端
審
問
官
が
「
異
端
」
の
追
及
・
断
罪
の
た
め
に
残
し
た
判
決
記
録
が
、
の
ち
に
国
王
役
人
に
よ
っ
て
都
市
民
を
赦
す
た
め
の
「
証
拠
」
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
と
い
う
興
味
深
い
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
異
端
審
問
官
は
「
異
端
」
追
及
の
手
段
と
し
て
、
～
方
で
王
権
も
被
治
者
の
体
系
的
な
把
捉

の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
効
率
的
な
文
書
利
用
を
展
開
し
て
い
く
が
、
テ
ク
ス
ト
の
参
照
あ
る
い
は
「
証
拠
一
と
し
て
の
記
録
の
利
用
と
い
っ
た
一
王
世

紀
に
お
け
る
実
践
的
な
文
書
利
用
の
あ
り
方
が
、
王
権
・
異
端
審
問
と
都
市
が
取
り
結
ぶ
関
係
の
～
端
を
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
一
号
二
〇
一
二
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

「
異
端
の
母
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

誤
謬
の
頭
」
た
る
都
市
ト
ゥ
ー
ル
！
ズ
！
＝
一
世
紀
後
半
の
あ
る
教
皇
特
使
に
よ
る
こ
の
形
容
は
、

＝
二
世
紀
の
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
が
経
験
す
る
「
苦
難
」
を
予
兆
す
る
も
の
と
な
る
。
地
中
海
と
大
西
洋
と
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
展
を
遂
げ
た
南
フ
ラ
ン
ス
都



一三世紀都市トゥールーズにおける「異端」の抑圧と文沓利用（図師〉

市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
、
市
政
役
人
コ
ン
シ
ュ
ル
の
も
と
に
統
一
さ
れ
た
「
自
治
都
市
」
と
し
て
、
～
二
世
紀
末
か
ら
一
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
域
の
主
要
都
市
の
な
か
で
も
っ
と
も
「
自
由
と
自
治
」
を
享
受
し
た
都
市
で
あ
っ
た
が
、
「
異
端
」
根
絶
を
図
指
し
た
ア
ル

ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
で
の
「
敗
北
」
を
契
機
に
、
南
フ
ラ
ン
ス
は
王
領
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
「
自
由
と
自

治
」
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。
こ
の
よ
う
な
従
来
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
都
市
史
に
お
け
る
概
説
は
、
近
年
で
は
読
み
替
え
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

都
市
が
お
か
れ
た
状
況
に
即
し
て
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
＝
二
世
紀
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
辿
る

こ
と
に
な
る
変
化
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
中
世
南
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
＝
二
世
紀
半
ば
を
境
に
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
変
化
の
周
面
を
迎
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
よ
る
南
仏
統

治
の
開
始
、
そ
れ
と
相
黙
っ
た
実
践
的
な
文
書
利
用
の
進
展
、
ロ
ー
マ
法
の
教
育
と
法
律
家
の
養
成
、
異
端
審
問
の
創
設
と
展
開
…
。
こ
う

し
た
背
景
の
も
と
で
王
権
・
異
端
審
問
・
都
市
が
い
か
な
る
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
く
の
か
。
都
市
を
結
節
点
と
し
て
取
り
結
ば
れ
る
こ
れ
ら

の
諸
関
係
に
つ
い
て
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
対
象
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
標
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
＝
二
世
紀
前
半
に
異
端

審
問
官
と
都
市
民
と
の
問
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
異
端
」
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
の
事
例
、
お
よ
び
そ
の
後
、
そ
う
し
た
過
去
の
「
異
端
」
問
題

を
理
由
に
国
王
役
人
に
よ
っ
て
財
産
没
収
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
都
市
民
た
ち
が
国
王
に
嘆
願
を
な
し
、
結
果
と
し
て
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世

の
特
許
状
を
引
き
出
し
た
と
い
う
一
三
世
紀
後
半
の
事
例
を
、
文
書
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

　
こ
う
し
た
問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
南
フ
ラ
ン
ス
都
市
、
国
王
統
治
、
異
端
審
問
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
研
究
動
向
に
留

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
は
、
い
ず
れ
も
重
厚
な
研
究
史
を
も
つ
が
、
ま
ず
は
各
研
究
状
況
を
概
観
し
、
本
稿
が
目
指
す

ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　
か
つ
て
の
西
欧
中
世
都
市
史
は
、
都
市
を
「
自
由
と
自
治
」
の
砦
と
し
て
捉
え
、
反
封
建
制
あ
る
い
は
反
領
主
制
の
拠
点
と
し
て
描
い
て
き

た
。
南
フ
ラ
ン
ス
都
市
史
で
も
、
北
仏
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
都
市
と
の
比
較
を
念
頭
に
、
コ
ン
シ
ュ
ラ
都
市
に
お
け
る
自
治
制
度
の
解
明
が
目
指
さ

れ
、
領
主
か
ら
権
力
を
勝
ち
取
っ
て
「
自
由
と
自
治
」
を
享
受
す
る
自
治
都
市
の
姿
が
類
型
化
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
自
治
都
市
論
の
研
究
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が
南
フ
ラ
ン
ス
都
市
史
の
大
き
な
潮
流
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
史
で
は
王
権
に
よ
る
統
治
が
開
始
さ
れ
る
＝
二
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

半
ば
以
前
に
対
象
時
期
を
限
定
す
る
研
究
が
多
く
を
占
め
て
き
た
。
一
方
、
近
年
の
諸
研
究
は
、
都
市
を
中
世
社
会
に
内
在
す
る
不
可
欠
の
構

成
要
素
と
捉
え
、
封
建
社
会
や
領
主
支
配
の
重
要
な
要
素
と
み
な
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
従
来
の
自
治
都
市
論
は
解
体
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
研
究
は
「
封
建
的
諸
構
造
」
の
解
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
対
象
時
期
は
や
は
り
い
ず
れ
も
＝
二
世
紀
半
ば
以
前
に
設
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
て
お
り
、
国
王
統
治
が
始
ま
る
＝
二
世
紀
半
ば
以
降
と
の
つ
な
が
り
は
不
明
確
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
三
世
紀
を
通
じ
て
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
が
上
位
権
力
（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
／
フ
ラ
ン
ス
王
権
）
と
い
か
な
る
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
検
討
が
十
全
に
な

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
一
方
で
、
南
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
王
統
治
に
関
す
る
研
究
は
、
；
一
世
紀
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
か
。
一
九
世
紀
以
来
、
南
フ
ラ

ン
ス
の
王
領
編
入
と
王
権
の
統
治
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
王
代
理
た
る
地
方
官
に
よ
る
上
か
ら
の
支
配
の
押
し
付
け
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
で
の
南
フ
ラ
ン
ス
の
「
敗
北
」
の
結
果
と
し
て
、
支
配
－
被
支
配
を
あ
た
か
も
所
与
の
も
の
と
し

て
受
け
と
め
、
王
権
の
心
仏
へ
の
浸
透
を
単
ば
自
明
奏
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
そ
こ
で
は
王
権
に
よ
る
支
配
の
貫
徹
が
不
可
逆
の
流
れ

と
し
て
措
定
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ポ
ワ
テ
ィ
エ
が
在
地
の
諸
特
権
を
次
々
と
削
減
し
て
い
っ
た
点
は
「
絶
対
主
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
な
「
中
央
集
権
化
」
と
評
さ
れ
、
強
圧
的
な
支
配
の
浸
透
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
王
権
の
行
政
制
度
や
官
僚
制
の
整
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
関
す
る
質
の
高
い
個
別
の
実
証
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
国
王
統
治
の
進
展
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
な
図
式
的
な
理
解
が

先
行
し
て
お
り
、
個
別
具
体
的
な
関
係
を
見
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
王
権
と
在
地
社
会
と
の
い
わ
ば
「
弁
証
法
的
な
相
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

作
用
」
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
近
年
の
諸
研
究
は
、
本
稿
に
と
っ
て
議
論
の
糸
口
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
多
く
を
負
い
な
が
ら
、
　
三
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

紀
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
王
権
と
取
り
結
ぶ
関
係
の
特
質
を
抽
出
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
二
三
〇
年
代
以
降
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
っ
て
全
権
委
任
さ
れ
た
托
鉢
修
道
士
た
ち
が
異
端
訴
追
に
特
化
し
た
司
法
手
続
き
を

進
め
て
い
く
。
「
異
端
的
邪
悪
に
対
す
る
審
問
」
（
§
心
ミ
偽
ミ
。
書
ミ
§
辱
＼
§
§
駐
）
、
い
わ
ゆ
る
「
異
端
審
問
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
～
二
世
紀
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半
ば
以
降
の
カ
タ
リ
派
の
蔓
延
に
端
を
発
し
た
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
（
一
二
〇
九
i
二
九
年
）
か
ら
、
異
端
審
問
の
創
設
と
展
開
（
＝
一
三
〇

年
代
…
一
三
二
〇
年
代
）
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
す
べ
て
の
局
面
で
主
要
な
舞
台
と
な
っ
た
の
が
南
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
じ
つ
は
～
九
六
〇
年

代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
史
料
批
判
の
展
開
は
、
こ
う
し
た
異
端
審
問
研
究
の
分
野
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
異
端
審
問
記
録
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
史
料
が
有
す
る
権
力
性
に
目
を
向
け
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
異
端
審
問
記
録
の
内
容
は
果
た
し
て
実
態
を
示
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
審
問
記
録
を
い
か
に
読
む
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
な
か
で
、
「
異
端
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
か
ら
「
異
端
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
」
と
い
う
問
い
へ
と
関
心
が
シ
フ
ト
し
て
き
た
と
言
え
る
。
と
く
に
テ
ク
ス
ト
と
「
異
端
」
の
抑

圧
と
い
う
問
題
系
は
、
近
年
の
異
端
研
究
、
異
端
審
問
研
究
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
異
端
審
問
の
歴
史
は
、
南
フ
ラ

ン
ス
社
会
と
緊
密
に
交
錯
し
た
政
治
的
・
宗
教
的
な
諸
要
素
の
複
雑
な
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
多
角
的
・
総
体
的
に
捉
え
る
必
要
性
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
「
異
端
」
で
は
な
い
人
々
を
ど
う
捉
え
る
か
、
と
い
う
点
に
も
着
目
し

た
い
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
国
家
形
成
、
異
端
審
問
、
都
市
と
い
う
三
つ
の
研
究
領
域
を
有
機
的
に
接
合
す
る
た
め
に
、
そ
の
焦
点
と
し

て
都
市
に
お
け
る
「
異
端
」
問
題
の
扱
い
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
検
討
を
進
め
る
上
で
と
く
に
重
視
し
た
い
の
が
、
文
書
の
役
割
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
、
文
書
利
用
と
い
う
点
に
関

し
て
壷
折
の
他
都
市
に
比
し
て
質
・
量
と
も
に
充
実
し
て
お
り
、
文
書
利
用
が
進
展
し
て
い
く
一
三
世
紀
に
記
録
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め

て
い
た
か
を
知
る
に
は
格
好
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
一
三
世
紀
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
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受
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。
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一
8
刈
）
■

ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
後
の
南
フ
ラ
ン
ス
は
、
二
つ
の
新
し
い
権
力
に
遭
遇
す
る
。
第
一
に
、
新
し
い
裁
判
の
仕
組
み
で
あ
る
異
端
審
問
が

導
入
さ
れ
、
第
二
に
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
接
触
の
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
よ
る
統
治
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、

異
端
審
問
の
南
フ
ラ
ン
ス
へ
の
設
置
・
展
開
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、

と
で
、
本
論
の
前
提
と
な
る
情
報
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
が
王
権
と
関
わ
り
を
深
め
て
い
く
過
程
を
追
う
こ

（79）79



（一

j
カ
タ
リ
派
の
拡
大
と
異
端
審
問
の
創
設
・
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
二
元
論
異
端
と
さ
れ
る
「
カ
タ
リ
派
」
は
、
一
一
七
〇
年
代
ま
で
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
社
会
に
地
歩
を
築
い
て
い
た
。
こ
の
地
域
で
は
、
教
会

権
力
と
世
俗
権
力
の
問
で
土
地
や
権
利
を
め
ぐ
る
紛
争
が
絶
え
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
異
端
が
地
域
の
権
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
密
接
に
結
び

つ
く
こ
と
で
勢
力
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
異
端
が
濃
密
に
展
開
し
て
い
た
地
域
と
さ
れ
る
の
が
高
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク

の
㎝
角
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ル
ビ
と
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
結
ぶ
三
角
形
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
フ
ォ
ワ
を
加
え
て
で
き
る
四
辺

形
が
囲
む
地
域
、
ま
た
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
を
結
ぶ
軸
、
あ
る
い
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
要
と
し
て
東
に
開
い
た
扇
形
を
中
心

と
し
た
地
域
で
異
端
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
教
皇
の
目
に
は
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
異
端
の
展
開
の

申
心
的
な
位
置
を
占
め
る
と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
領
主
で
も
あ
る
ト
ゥ
1
ル
ー
ズ
伯
は
異
端
追
及
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
在
地
の
中
小
貴
族
の
多
く
は
カ
タ
リ
派
支
持

者
で
あ
る
か
、
彼
ら
に
寛
容
な
態
度
で
接
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
粟
野
リ
派
は
…
二
世
紀
末
か
ら
＝
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
ピ
ー
ク
を
迎
え
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
一
大
脅
威
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
て
教
皇
は
教
会
会
議
や
使
節
を
通
じ
て
、
ま
た
シ
ト
ー
会
修
道
士
の
説
教
を
奨

励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
へ
の
介
入
を
本
格
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
教
会
側
の
対
策
が
、
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三

世
の
時
期
に
一
段
と
強
化
さ
れ
て
い
く
な
か
、
一
二
〇
八
年
、
教
皇
特
使
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
が
ロ
ー
ヌ
河
畔
で
殺
害
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
起
こ
る
。
下
手
人
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
家
臣
と
信
じ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
事
態
は
切
追
の
度
を
増
し
て
い
く
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ

ィ
ウ
ス
三
世
は
フ
ラ
ン
ス
国
王
ブ
イ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
の
抗
議
を
排
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
以
下
異
端
需
助
者
に
対
す
る
ア
ル
ビ
ジ
ョ

ワ
十
字
軍
を
宣
布
す
る
の
で
あ
る
。
お
も
に
北
フ
ラ
ン
ス
の
騎
士
か
ら
な
る
十
字
軍
は
、
一
一
一
〇
九
年
七
月
、
ベ
ジ
ェ
に
て
空
前
の
大
虐
殺
を

繰
り
広
げ
た
後
、
八
月
に
は
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
を
開
城
さ
せ
る
。
こ
こ
で
十
字
軍
の
俗
人
統
括
者
と
し
て
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
が
選
任

さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
が
彼
ら
の
拠
点
と
な
る
。
南
フ
ラ
ン
ス
に
常
駐
す
る
騎
士
は
シ
モ
ン
以
下
ご
く
少
数
で
、
季
節
ご
と
に
来
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援
す
る
兵
力
に
よ
っ
て
十
字
軍
が
構
成
さ
れ
て
い
た
た
め
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
か
ら
周
辺
地
帯
に
出
撃
を
繰
り
返
し
、
制
圧
圏
を
拡
げ
て
い
く
と

い
う
方
策
が
取
ら
れ
た
。
ミ
ュ
レ
の
合
戦
（
～
二
＝
二
年
）
で
、
ア
ラ
ゴ
ン
王
ペ
ド
ロ
二
世
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
ー
モ
ン
馬
脚
の
連
合
軍
を

粉
砕
し
、
不
動
の
地
歩
を
築
い
た
か
と
見
え
た
シ
モ
ン
も
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
包
囲
戦
の
最
中
に
戦
死
す
る
（
＝
二
八
年
）
。
教
皇
庁
が
維
持
し

き
れ
な
く
な
っ
た
十
字
軍
は
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
八
雲
に
受
け
継
が
れ
（
ご
三
六
年
）
、
こ
の
騒
乱
は
結
局
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
進
出
と
い
う
結

末
を
迎
え
る
。
モ
i
・
パ
リ
条
約
（
＝
三
九
年
）
は
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
は
異
端
討
伐
戦
で
あ
る
以
上
に
、
対
現
地
領
主
戦
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
は
異
端
討
伐
の
十
字
軍

と
し
て
提
唱
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徐
々
に
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
た
ち
に
よ
る
領
地
奪
取
と
い
う
世
俗
的
な
要
素
を
強
め
て
い
っ
た
。
そ

の
結
果
、
長
期
に
わ
た
る
十
字
軍
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
端
は
健
在
で
あ
っ
た
た
め
、
＝
ご
一
二
年
二
月
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
は
異
端
審
問

の
設
立
を
定
め
る
。
こ
れ
は
旧
来
の
司
教
権
限
に
属
し
た
教
会
裁
判
と
は
ま
っ
た
く
別
種
の
手
続
き
に
よ
る
、
教
皇
直
属
の
特
設
法
廷
で
あ
る
。

従
来
の
司
教
に
よ
る
異
端
の
裁
判
は
、
中
世
初
期
か
ら
の
裁
判
～
般
の
手
続
き
と
同
様
に
、
告
発
者
と
被
告
と
の
対
抗
を
前
提
と
す
る
告
訴
に

よ
る
（
鷺
、
§
ミ
砺
ミ
§
ミ
ミ
）
裁
判
で
あ
り
、
告
訴
人
が
い
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
異
端
審
問
は
審
問
に
よ
る

（
欝
こ
ミ
ミ
裟
§
§
§
）
裁
判
で
あ
り
、
審
問
官
が
職
権
で
審
理
に
付
し
て
判
決
を
下
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
物
に
対
し

て
、
犯
罪
の
容
疑
事
実
が
充
分
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
告
訴
人
が
い
な
く
て
も
、
管
轄
権
を
も
つ
当
局
に
よ
っ
て
裁
判
が
執
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
降
は
、
こ
れ
ま
で
教
会
の
異
端
対
策
を
率
い
て
き
た
シ
ト
二
会
に
代
わ
っ
て
、
ド
ミ
ニ
コ
会
が
異
端
追
及
に
関
し
て
ほ
ぼ
独
占
的
に
管

掌
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
ド
ミ
ニ
コ
会
（
説
教
者
修
道
会
O
ミ
。
多
多
§
N
、
ミ
馬
ミ
6
§
ミ
ミ
）
は
、
カ
タ
リ
派
の
拡
大
に
危
機
感
を
覚
え
た
ド

ミ
ニ
コ
・
デ
・
グ
ス
マ
ン
に
よ
っ
て
＝
一
〇
六
年
に
設
立
さ
れ
一
二
一
六
年
に
教
皇
ホ
ノ
リ
ウ
ス
三
世
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
托
鉢
修
道
会
で

あ
っ
た
。
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
は
、
ご
一
三
～
二
年
四
月
に
異
端
審
問
宮
の
活
動
が
始
ま
る
と
異
端
者
た
ち
の
活
動
の
余
地
は
徐
々
に
失
わ
れ
て
い

き
、
一
二
四
四
年
、
カ
タ
リ
派
最
後
の
拠
点
で
あ
る
モ
ン
セ
ギ
ュ
ー
ル
の
砦
も
攻
略
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
カ
タ
リ
派
は
徐
々

に
地
歩
を
失
っ
て
い
き
、
一
四
世
紀
は
じ
め
に
ピ
レ
ネ
ー
地
方
の
ア
リ
エ
ー
ジ
ュ
で
確
認
さ
れ
る
の
を
最
後
に
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
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（
二
）
王
権
の
南
フ
ラ
ン
ス
へ
の
進
出

　
異
端
根
絶
に
向
け
て
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
は
、
結
果
的
に
は
、
当
初
十
字
軍
の

発
進
そ
の
も
の
に
異
を
唱
え
た
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
よ
る
南
フ
ラ
ン
ス
進
出
と
い
う
形
で
完
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

軍
の
終
結
時
に
結
ば
れ
た
モ
ー
・
パ
リ
条
約
（
｝
二
二
九
年
四
月
～
二
日
）
の
規
定
に
よ
っ
て
、
伯
領
の
東
部
が
王
権
に
譲
渡
さ
れ
、
伯
レ
～
モ

ン
七
世
の
唯
一
の
相
続
人
で
あ
る
娘
ジ
ャ
ン
ヌ
と
国
王
ル
イ
乱
世
の
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ポ
ワ
テ
イ
エ
と
の
結
婚
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
は
、
レ
ー
モ
ン
七
厘
は
照
罪
の
行
為
（
修
道
院
の
支
援
、
伯
領
に
お
け
る
異
端
の
継
続
的
な
追
跡
、
聖
地
で
の
十
字
軍
へ
の

参
加
な
ど
）
を
課
さ
れ
る
一
方
で
、
死
ぬ
ま
で
の
残
り
の
期
間
、
伯
領
を
含
む
所
有
地
の
う
ち
西
部
の
領
域
の
維
持
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
し
て
王
権
に
忠
誠
を
誓
っ
た
レ
ー
モ
ン
七
世
は
、
残
さ
れ
た
伯
領
の
集
権
化
を
徐
々
に
進
め
て
い
く
。
こ
の
時
期
は
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
東

部
で
国
王
統
治
が
開
始
さ
れ
る
～
方
で
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
位
置
す
る
西
部
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
も
と
に
あ
り
、
ま
だ
王
権
と
の
関
わ
り
は

そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
そ
の
後
、
レ
ー
モ
ン
七
世
が
結
局
男
子
相
続
人
を
残
す
こ
と
な
く
一
二
四
九
年
に
死
亡
し
た
た
め
、
そ
の
娘
ジ
ャ
ン
ヌ
の
夫
と
し
て
ア
ル
フ

ォ
ン
ス
・
ド
・
ポ
ワ
テ
ィ
エ
が
伯
領
を
継
承
、
さ
ら
に
は
そ
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
と
ジ
ャ
ン
ヌ
も
子
供
を
残
す
こ
と
な
く
＝
一
七
一
年
に
相
次
い

で
死
去
し
た
た
め
に
、
伯
領
の
王
権
へ
の
帰
属
が
決
定
的
に
な
る
。
こ
う
し
て
伯
領
は
王
領
に
編
入
さ
れ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
以
降
の
国
王
に

よ
る
統
治
の
時
代
が
は
じ
ま
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
地
域
の
フ
ラ
ン
ス
王
権
と
の
関
わ
り
は
、
＝
二
世
紀
半
ば
以
降
に
段
階

的
に
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
治
世
の
初
期
＝
一
五
一
年
五
月
の
少
し
の
問
を
除
け
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
訪
れ
る
こ
と
は
な
く
、
パ
リ
近
郊
か
ら
こ
の

都
市
を
統
治
し
て
お
り
、
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
こ
の
地
域
へ
の
浸
透
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
セ
ネ
シ
ャ
ル
や
ヴ
ィ
ギ
エ
と
い
っ
た
国
王

役
人
で
あ
っ
た
。
国
王
は
南
フ
ラ
ン
ス
を
い
く
つ
か
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
管
区
に
区
分
し
、
セ
ネ
シ
ャ
ル
に
南
部
経
営
の
全
権
を
委
ね
た
。
セ
ネ
シ
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ヤ
ル
は
た
ん
に
国
王
直
轄
領
の
管
理
に
当
た
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
直
轄
領
の
外
に
ま
で
拡
が
る
管
区
に
お
い
て
王
権
を
代
行
し
、
国
王
が
高

級
封
主
の
地
位
を
継
承
し
て
い
る
場
合
に
は
家
臣
の
統
轄
に
当
た
る
。
こ
う
し
て
一
三
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
王
権
は
、
中
央
統
治
機
構
を
整
備
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
と
と
も
に
、
拡
大
し
た
王
領
地
に
お
い
て
も
統
治
の
技
術
を
積
み
重
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。

①
「
異
端
」
、
「
異
端
審
問
」
に
関
連
す
る
文
献
は
勝
大
な
数
に
上
る
が
、
こ
こ
で

　
は
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
。
渡
蓬
、
前
掲
書
一
鼠
．
冨
§
び
Φ
婆
娑
鴨
9
き
ミ
物

　
（
○
区
8
吋
α
’
¢
賊
．
｝
O
㊤
○
◎
）
こ
．
じ
d
．
Ω
ぞ
Φ
戸
辱
ミ
ミ
ミ
§
N
ミ
煽
蹴
§
ミ
§
ミ
吻
。
§
爵
一
〉
．

　
℃
．
幻
。
凶
器
．
§
偽
b
ミ
靴
、
恥
ぎ
、
ミ
％
会
誌
逡
§
ミ
の
8
借
二
上
O
や
』
恥
O
q

　
（
国
霞
δ
≦
’
卜
。
O
O
㎝
）
．
「
カ
タ
リ
派
扁
の
位
概
づ
け
に
関
し
て
は
、
従
来
は
ボ
ゴ

　
ミ
ー
ル
派
な
ど
東
方
由
来
の
二
元
論
に
結
び
つ
け
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年

　
で
は
む
し
ろ
西
欧
の
福
音
主
義
的
な
運
動
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
捉
え
る
傾
向
が

　
顕
著
で
あ
る
。
単
　
の
門
カ
タ
リ
派
」
と
い
う
観
念
は
同
時
代
の
教
会
人
が
作
り

　
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
南
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
良
き
人
々
S
ミ
ぎ
ミ
ミ
題
」
に

　
よ
る
信
仰
実
践
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
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「
一
ω
、
卜
⊃
O
O
刈
）
．
い
ず
れ
に
せ
よ
、

　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
あ
り
方
に
異
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
象
ω
。
。
置
㊥
口
8
と
教
会

　
に
よ
っ
て
異
端
穿
話
ω
δ
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
コ
イ
ン
の
両

　
面
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑫
＞
9
日
巴
雲
簿
舞
（
σ
創
ω
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ミ
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ψ
こ
の
と
き
低
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
は
ボ
…
ケ
ー
ル
・
セ
ネ
シ
ャ
ル
管
区
へ
、
か

　
つ
て
ト
ラ
ン
カ
ヴ
ェ
ル
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
ベ
ジ
ェ
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
は
カ
ル

　
カ
ソ
ン
ヌ
・
セ
ネ
シ
ャ
ル
管
区
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

③
じ
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§
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第
二
章
　
異
端
審
問
官
と
都
市
民
の
対
立
一
「
異
端
」
の
抑
圧
と
抵
抗

　
異
端
審
問
が
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
設
置
さ
れ
た
当
初
、
「
異
端
」
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
都
市
民
は
い
か
な
る
反
応
を
示
し
た
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
二
三
〇
年
代
の
状
況
を
伝
え
る
史
料
で
あ
る
ギ
ヨ
ー
ム
・
ペ
リ
ッ
ソ
ン
『
年
代
記
』
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
探
っ
て
い
こ
う
。
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ヨ
ー
ム
は
ド
ミ
ニ
コ
会
士
と
し
て
都
市
ト
ゥ
1
ル
ー
ズ
に
お
い
て
「
異
端
し
問
題
に
対
処
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
困
難
な
経
験
も
盛
り
込
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
の
『
年
代
記
』
を
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
。
史
料
で
描
か
れ
る
の
は
＝
一
二
九
年
か
ら
四
四
年
ま
で
だ
が
、
文
章
中
に
「
最
後
の
ト
ゥ
ー
ル
ー

　
　
　
　
　
　
④

ズ
伯
レ
ー
モ
ン
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
筆
終
了
の
時
期
は
～
二
四
九
年
以
降
、
彼
が
死
去
す
る
＝
一
六
八
年
ま
で
の
間
で
あ
る
と

83　（83）



考
え
ら
れ
る
。
あ
く
ま
で
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
立
場
か
ら
の
記
述
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
同
時
代
人
の
証
書
か
ら
は
都
市

民
と
ド
ミ
ニ
コ
会
士
／
異
端
審
問
官
と
の
緊
迫
し
た
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
両
者
の
対
立
の
焦
点
に
注
目
し
て

み
た
い
。

84　（84）

（一

j
「
異
端
」
の
断
罪

　
ド
ミ
ニ
コ
会
士
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
拠
点
に
、
ア
ル
ビ
、
真
心
ー
ル
、
モ
ワ
サ
ッ
ク
な
ど
諸
都
市
で
精
力
的
に
異
端
追
及
に
乗
り
出
し
て
い

く
。
そ
の
結
果
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
も
複
数
の
市
民
が
「
異
端
」
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
火
刑
に
処
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
例
を
見
て
み
よ
う
。
院

長
の
ポ
ン
ス
・
ド
・
サ
ン
ー
ジ
ル
は
、
ク
ロ
ワ
・
バ
ラ
ニ
ョ
ン
街
の
鍛
冶
職
人
ア
ル
ノ
ー
・
サ
ン
ス
を
審
理
し
、
彼
に
対
す
る
多
く
の
宣
誓
証

奮
を
得
て
、
居
合
わ
せ
た
経
験
豊
か
な
人
々
に
諮
っ
た
上
で
、
伯
の
ヴ
ィ
ギ
エ
（
代
官
　
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
そ
の
周
辺
の
管
轄
区
を
担
当
す
る
役

人
）
お
よ
び
多
く
の
信
仰
正
し
き
人
々
の
列
席
の
も
と
に
、
同
人
を
異
端
の
帰
依
者
と
し
て
断
罪
し
た
。
本
人
は
一
貫
し
て
す
べ
て
を
否
認
し

て
い
た
の
だ
が
、
ヴ
ィ
ギ
エ
の
ヂ
ュ
ラ
ン
に
よ
っ
て
火
刑
場
へ
と
引
き
立
て
ら
れ
る
。
ア
ル
ノ
ー
は
連
行
さ
れ
る
途
上
、
喚
き
な
が
ら
訴
え
た

と
い
う
。
「
見
て
く
れ
。
彼
ら
が
俺
と
こ
の
町
に
対
し
て
な
し
た
不
正
を
。
俺
は
善
良
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
ぞ
。
ロ
ー
マ
の
信
仰
を
信
じ
て
い

る
の
だ
。
」
彼
は
同
様
の
弁
明
を
述
べ
続
け
、
こ
れ
を
見
た
大
勢
の
都
市
民
は
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
と
ヴ
ィ
空
心
に
対
し
て
騒
ぎ
立
て
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ヴ
イ
ギ
エ
は
火
刑
を
強
行
す
る
。
多
く
の
者
が
恐
れ
を
抱
き
、
町
は
静
ま
っ
た
と
い
う
。

　
一
方
で
、
ド
ミ
ニ
コ
会
簸
た
ち
の
追
及
は
過
去
の
「
異
端
」
に
も
及
ん
で
い
る
。
「
異
端
」
と
し
て
死
ん
だ
者
の
断
罪
で
あ
る
。
ア
ル

ノ
ー
・
ペ
イ
レ
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
サ
ン
・
セ
ル
ナ
ン
修
道
院
へ
の
寄
贈
者
で
あ
っ
た
ア
ル
ノ
ー
・

ペ
イ
レ
は
、
死
亡
時
に
聖
堂
参
事
会
員
で
あ
っ
た
た
め
修
道
院
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
死
の
時
点
で
聖
堂
参
事
会
員
に
隠
れ
て

異
端
者
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
師
ロ
ー
ラ
ン
は
そ
の
こ
と
を
知
る
に
及
ん
で
、
兄
弟
〔
修
道
士
〕
と
聖
職
者
を
と
も
な
っ

て
彼
の
墓
に
向
か
っ
た
。
「
彼
ら
は
ア
ル
ノ
ー
を
掘
り
出
さ
せ
、
火
へ
と
引
き
ず
っ
て
行
か
せ
た
。
そ
し
て
彼
（
の
死
骸
）
は
燃
や
さ
れ
た
の
で
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⑥

あ
る
」
。

　
ペ
リ
ッ
ソ
ン
の
記
述
は
こ
う
し
た
事
例
に
事
欠
か
な
い
。
異
端
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
は
さ
ら
に
大
規
模
な
措
置
を
と
っ
て
い
る
。

＝
一
三
六
年
四
月
二
日
の
朝
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
院
に
、
ニ
ニ
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
折
雛
リ
派
の
完
徳
者
で
あ
っ
た

レ
ー
モ
ン
・
グ
ロ
な
る
人
物
が
訪
れ
る
。
彼
は
、
ま
だ
召
喚
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
自
由
な
意
志
に
よ
り
異
端
か
ら
改
宗
し
、
ド
ミ
ニ
コ
会
に

身
を
委
ね
た
の
だ
と
い
う
。
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
と
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
サ
ン
ー
テ
ィ
ベ
リ
の
命
に
よ
っ
て
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
や

ド
ー
ラ
ー
ド
教
会
の
聖
職
者
た
ち
が
異
端
に
関
す
る
彼
の
告
自
を
聞
き
、
数
日
間
に
わ
た
っ
て
そ
れ
を
書
き
留
め
た
。
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー

は
そ
の
記
録
を
も
と
に
多
く
の
入
間
を
召
喚
す
る
こ
と
に
な
る
。
証
人
は
レ
ー
モ
ン
・
グ
ロ
た
だ
一
人
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
ひ
と
り

と
し
て
異
議
を
申
立
て
る
者
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
レ
ー
モ
ン
・
グ
ロ
が
明
ら
か
に
し
た
「
異
端
」
の
な
か
に
は
そ
の
時
点
で
す
で
に

死
亡
し
て
い
た
者
も
多
く
い
た
。
判
決
で
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
死
者
た
ち
は
、
「
ヴ
ィ
ギ
エ
と
都
市
民
の
面
前
で
、
修
道
士
に
よ
っ
て
不
名
誉

に
も
都
市
の
墓
地
か
ら
死
骸
を
掘
り
出
さ
れ
た
。
彼
ら
の
骨
と
ひ
ど
く
臭
う
遺
体
は
市
中
を
引
き
回
さ
れ
、
街
々
に
ラ
ッ
パ
が
吹
き
鳴
ら
さ
れ

彼
ら
の
名
前
が
報
せ
ら
れ
声
高
に
叫
ば
れ
る
。
〈
か
く
な
す
者
は
、
か
く
滅
ぶ
ぞ
〉
と
。
そ
し
て
最
終
的
に
伯
の
牧
場
で
神
と
そ
の
御
母
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

聖
処
女
な
ら
び
に
そ
の
忠
実
な
る
僕
ド
ミ
ニ
コ
の
栄
光
の
た
め
に
焼
き
棄
て
ら
れ
た
」
。

　
「
異
端
」
と
し
て
埋
葬
さ
れ
た
者
の
死
骸
を
掘
り
出
し
て
燃
や
す
と
い
う
行
為
は
、
一
三
世
紀
前
半
の
南
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
異
端
」
の

断
罪
と
し
て
広
く
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
異
端
審
問
の
創
設
期
な
ら
で
は
の
背
景
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
ほ
ぼ
野
放
し
状
態
に
あ
っ
た

「
異
端
」
に
つ
い
て
審
問
官
が
情
報
を
得
た
時
点
で
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
者
が
多
数
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
四
世
紀
前
半
の
異
端
審
問
官
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ギ
ー
の
審
問
記
録
で
も
、
死
骸
の
焼
き
棄
て
は
刑
罰
の
ひ
と
つ
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
行

為
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
け
る
身
体
観
や
最
後
の
審
判
の
観
念
あ
る
い
は
土
葬
の
文
化
圏
の
特
質
な
ど
、
こ
の
地
域
・

時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
霊
的
な
意
味
合
い
（
垂
雪
と
し
て
の
刑

罰
）
と
見
せ
し
め
の
効
果
（
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
刑
罰
）
と
い
う
二
つ
の
軸
を
も
つ
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
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⑲
。

）　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
に
よ
る
過
激
を
極
め
る
措
置
に
対
し
て
、
「
異
端
」
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
都
市
民
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
他
の
都
市
民
た
ち
も
反
発
を
強
め
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
ジ
ャ
ン
・
テ
イ
ス
ラ
ン
な
る
人
物
が
ヴ
ィ
ギ
エ
に
よ
っ
て
火
刑
場
へ
連
行
さ
れ
る

途
中
で
、
都
市
民
に
よ
る
妨
害
が
入
っ
て
い
る
。
「
町
中
が
ド
ミ
ニ
コ
会
士
に
対
し
て
騒
ぎ
立
て
た
。
彼
ら
に
対
す
る
脅
威
や
悪
罵
は
い
つ
も

以
上
に
見
ら
れ
、
多
く
の
異
端
者
が
群
衆
を
そ
そ
の
か
し
、
石
を
投
げ
て
修
道
院
を
破
壊
さ
せ
た
。
と
舞
う
の
も
、
名
誉
も
あ
り
既
婚
者
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
る
市
民
を
不
当
に
異
端
と
し
て
断
罪
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
」
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
「
異
端
」
問
題
を
軸
に
し
た
都
市
と
異
端
審
問
宮

と
の
攻
防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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（
二
）
一
一
一
三
〇
年
代
の
攻
防

　
｝
二
三
〇
年
代
半
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
異
端
審
問
官
お
よ
び
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
追
放
と
い
う
事
件
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
騒
乱
も
ギ

ヨ
ー
ム
・
ペ
リ
ッ
ソ
ン
が
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
異
端
審
問
に
対
す
る
暴
力
を
と
も
な
う
抵
抗
と
い
う
観
点
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
市
政
役
人
で
あ
る
コ
ン
シ
ュ
ル
に
よ
る
対
応
に
焦
点
を
合
わ

せ
て
、
都
市
民
と
異
端
審
問
官
／
ド
ミ
ニ
コ
会
士
と
の
確
執
が
深
ま
っ
て
い
く
過
程
を
辿
っ
て
み
た
い
。

　
あ
る
日
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
一
人
が
説
教
の
中
で
、
今
な
お
市
内
に
異
端
が
残
っ
て
い
て
、
集
会
を
催
し
邪
説
を
拡
げ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

こ
れ
を
聞
い
た
都
市
民
が
動
揺
す
る
な
か
、
コ
ン
シ
ュ
ル
た
ち
は
ド
ミ
ニ
コ
会
の
院
長
を
市
庁
舎
に
呼
び
出
し
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
説
教
を

し
な
い
よ
う
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
に
伝
え
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
し
て
、
異
端
な
ど
一
人
も
い
な
い
の
に
、
も
し
市
内
に
筆
管
者
が
い
る
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

言
う
な
ら
ば
非
常
に
ま
ず
い
こ
と
に
な
る
と
「
脅
し
」
を
か
け
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
「
異
端
」
追
及
の
手
が
緩
ま
な
か
っ
た
の
は

前
節
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
な
か
、
異
端
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
は
有
力
市
民
一
二
名
（
う
ち
五
名
が
コ
ン
シ
ュ
ル
も
経
験
し
て
い
る
名
士
）
の
召
喚
を
実
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行
ず
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
コ
ン
シ
ュ
ル
た
ち
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
了
解
の
も
と
に
、
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
の
審
問
停
止
と
市
外

退
去
を
要
求
し
た
。
そ
の
後
、
彼
ら
は
仲
間
と
と
も
に
、
ギ
ヨ
ー
ム
を
修
道
院
か
ら
連
れ
出
し
、
市
外
へ
と
追
い
立
て
た
。
一
二
三
五
年
一
〇

月
一
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
ガ
ロ
ン
ヌ
河
に
か
か
る
ド
ー
ラ
ー
ド
橋
の
挟
で
、
コ
ン
シ
ュ
ル
た
ち
は
、
も
し
ギ
ヨ
ー
ム
が
異
端
審
問
を
や
め
る

な
ら
都
市
に
留
ま
る
こ
と
を
許
す
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
伯
に
代
わ
っ
て
、
伯
の
領
地
か
ら
遅
滞
な
く
厳
し
く
追
放
す
る
と
告
げ
て
い
る
。
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

局
、
ギ
ヨ
ー
ム
は
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
に
避
難
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
が
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
か
ら
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
サ
ン
・
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
司
教
座
教
会
の
聖
職
者
に
指
示
を
出
し
、
都
市
民

を
召
喚
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
コ
ン
シ
ュ
ル
た
ち
は
「
今
後
再
び
我
ら
を
召
喚
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
殺
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
」
と
脅
し
、
彼
ら
を
追
放
し
た
。
ま
た
「
コ
ン
シ
ュ
ル
た
ち
は
伯
に
代
わ
っ
て
、
何
で
あ
れ
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
に
物
を
売
り
あ
る
い

は
貸
す
者
、
ま
た
は
便
宜
を
提
供
す
る
者
は
身
体
と
財
産
に
お
い
て
罰
を
受
け
る
む
ね
の
禁
令
を
、
ラ
ッ
パ
を
鳴
ら
し
て
玄
室
に
布
告
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
に
対
し
て
も
サ
ン
・
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
の
参
事
会
に
対
し
て
も
同
様
の
布
告
を
出
し
た
」
。

　
こ
の
と
き
、
司
教
は
糧
道
を
断
た
れ
て
市
外
に
退
去
し
て
い
る
が
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
は
修
道
院
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況

の
な
か
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
は
三
週
間
ほ
ど
や
り
過
ご
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
異
端
」
問
題
を
皮
切
り
に
始
ま
っ
た
異
端
審
問
へ

の
不
信
・
反
感
は
、
つ
い
に
都
市
の
コ
ン
シ
ュ
ル
に
よ
る
ド
ミ
ニ
コ
会
全
体
の
追
放
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
。

　
異
端
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
は
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
か
ら
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
に
異
端
追
及
の
指
示
を
出
し
、
結
果
ギ

ヨ
ー
ム
・
ペ
リ
ッ
ソ
ン
を
含
む
命
名
の
会
士
が
都
市
民
の
召
喚
を
断
行
し
た
た
め
、
一
一
一
三
五
年
一
一
月
の
最
初
の
週
に
、
コ
ン
シ
ュ
ル
た
ち

は
つ
い
に
総
勢
お
よ
そ
四
〇
名
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
全
員
の
追
放
に
踏
み
切
る
。
群
衆
を
と
も
な
っ
た
コ
ン
シ
ュ
ル
は
門
を
破
っ
て
入
り
、
院
長

と
押
問
答
に
な
っ
た
。
院
長
は
十
字
架
と
そ
の
下
に
安
置
し
て
あ
っ
た
聖
遺
物
箱
を
取
り
あ
げ
て
、
十
字
架
を
手
に
し
た
ま
ま
回
廊
に
座
り
、

ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
も
全
員
が
座
っ
て
コ
ン
シ
ュ
ル
と
そ
の
一
味
に
対
峙
し
た
。
コ
ン
シ
ュ
ル
た
ち
は
院
長
を
寄
っ
て
た
か
っ
て
担
ぎ
あ
げ
、

門
の
外
へ
放
り
出
し
、
会
士
た
ち
も
同
様
に
扱
っ
た
。
門
で
は
会
士
ロ
ー
ラ
ン
と
ア
ル
ノ
ー
・
世
盛
ラ
が
地
面
に
横
た
わ
っ
て
抵
抗
し
た
が
、
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レ
ー
モ
ン
・
ロ
ジ
ェ
そ
の
他
の
者
た
ち
が
「
彼
ら
の
頭
と
足
を
持
っ
て
門
外
へ
担
ぎ
出
し
た
」
。
そ
の
後
も
会
士
た
ち
を
小
突
き
ま
わ
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ら
市
外
へ
追
い
出
し
た
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
、
教
皇
は
異
端
審
問
抑
制
の
姿
勢
を
示
す
一
方
、
伯
な
ら
び
に
コ
ン
シ
ュ
ル
が
異
端
審
問
官
の
前
に
市
民
が
出
頭

す
る
こ
と
を
禁
じ
た
こ
と
は
パ
リ
条
約
の
条
項
に
違
背
す
る
と
非
難
し
、
ト
ゥ
ー
ル
1
ズ
伯
を
厳
し
く
叱
責
す
る
と
と
も
に
、
国
王
の
介
入
を

要
求
し
た
。
結
局
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
で
行
な
わ
れ
た
教
皇
特
使
と
の
会
談
で
、
伯
は
全
面
降
伏
し
て
い
る
。
追
放
の
翌
年
（
一
二
三
六
年
八
月
）
、

ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
帰
還
し
、
二
一
三
七
年
ま
で
精
力
的
な
異
端
審
問
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
ま
で
一
二
三
〇
年
代
半
ば
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
生
じ
た
～
連
の
騒
擾
を
ギ
ヨ
ー
ム
・
ペ
リ
ッ
ソ
ン
の
記
述
を
も
と
に
見
て
き
た
。
ト

ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
は
、
最
初
に
異
端
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
！
を
、
次
い
で
ド
ミ
ニ
コ
会
士
全
員
を
街
か
ら
追
放
し
た
。
な
る

ほ
ど
異
端
審
問
に
対
す
る
嫌
悪
は
存
在
し
、
ペ
リ
ッ
ソ
ン
は
コ
ン
シ
ュ
ル
に
よ
る
「
脅
し
」
（
q
ミ
§
§
§
§
）
や
都
市
民
に
よ
る
「
多
く
の
脅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
と
恐
怖
」
（
§
ミ
§
ミ
、
§
ミ
討
ミ
。
§
）
を
報
告
し
て
お
り
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
強
圧
的
に
異
端
審
問
官
と
ド
ミ
ニ

コ
会
士
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
コ
ン
シ
ュ
ル
の
姿
を
想
定
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
コ
ン
シ
ュ
ル
が
有
無
を
言
わ
さ
ず
暴
力
に
訴
え
た
と
は
考
え

に
く
い
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
は
＝
八
九
年
以
降
、
コ
ン
シ
ュ
ル
職
の
選
出
権
、
ヴ
ィ
ギ
エ
と
そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
任
命
権
、
ト

ゥ
ー
ル
ー
ズ
都
市
民
に
対
し
て
な
さ
れ
た
身
体
的
・
経
済
的
な
危
害
・
損
害
に
関
わ
る
刑
事
・
民
事
の
裁
判
権
に
及
ぶ
ま
で
、
都
市
内
の
事
案

に
関
し
て
は
伯
に
代
わ
っ
て
処
理
を
行
っ
て
き
た
。
一
二
二
九
年
の
パ
リ
条
約
以
降
、
た
し
か
に
伯
レ
ー
モ
ン
七
世
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
コ
ン

シ
ュ
ラ
の
権
限
は
制
限
さ
れ
て
い
く
も
の
の
、
コ
ン
シ
ュ
ル
は
都
市
内
の
事
案
に
関
し
て
は
一
貫
し
て
コ
ン
シ
ュ
ラ
の
権
限
を
主
張
し
て
い
く
。

彼
ら
は
異
端
審
問
と
い
う
新
た
な
仕
組
み
に
対
し
て
も
同
様
の
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
こ
の
よ
う
に
都
市
の
治

安
維
持
に
も
責
任
を
も
つ
コ
ン
シ
ュ
ル
は
、
都
市
民
と
の
対
立
を
深
め
る
ド
ミ
ニ
コ
会
に
対
し
て
、
院
長
を
市
庁
舎
に
呼
び
出
し
忠
告
し
、
市

内
に
禁
令
を
出
し
て
異
端
審
問
と
都
市
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
が
、
「
異
端
」
撲
滅
に
燃
え
る
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
は
聞
く

耳
を
も
た
な
い
。
そ
の
結
果
、
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
の
ら
な
い
ド
ミ
ニ
コ
会
士
に
対
す
る
選
択
的
な
措
置
と
し
て
暴
力
と
い
う
手
段
が
採
用
さ
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れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
対
立
の
焦
点
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と
こ
ろ
で
、
異
端
審
問
に
対
す
る
暴
力
に
よ
る
挑
戦
は
何
も
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
一
二
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に

か
け
て
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
や
ア
ル
ビ
な
ど
南
フ
ラ
ン
ス
の
複
数
の
都
市
で
も
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
最
初
期
の
異
端
審
問
官
た
ち
へ
の
激
し
い
抵

抗
は
、
新
規
に
導
入
さ
れ
不
人
気
で
あ
っ
た
異
端
審
問
そ
の
も
の
へ
の
半
ば
感
情
的
な
反
応
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
本
稿
で

は
、
一
二
三
〇
年
代
の
都
市
権
力
に
よ
る
異
端
審
問
へ
の
対
応
を
、
＝
二
世
紀
を
通
じ
た
都
市
の
王
権
や
異
端
審
問
官
と
の
関
係
構
築
の
な
か

に
位
置
づ
け
て
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
節
に
お
い
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
異
端
審
問
と
の
関
わ
り
が
そ
の
後
ど

の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
他
都
市
の
事
情
も
合
わ
せ
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
社
会
で
は
異
端
審
問
へ
の
暴
力
を
と
も
な
う
抵
抗
活
動
は
、
一
一
一
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
と
一
二
九
〇
年
代
か
ら
＝
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

○
年
と
い
う
二
つ
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
異
端
審
問
記
録
の
伝
来
状
況
の
偏
り
と
い
う
事
情
も
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
に
都
市
と
異
端
審
問
を
取
り
巻
く
政
治
的
・
社
会
的
状
況
が
関
係
し
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
期
の
暴
力
的
な
抵
抗
の
特
徴
は
、
異
端
審
問
官
個
人
に
対
し
て
直
接
的
な
攻
撃
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ナ
ル
ボ
ン

ヌ
と
ア
ル
ビ
で
は
、
異
端
審
問
官
は
暴
徒
と
化
し
た
群
衆
に
相
対
し
て
い
る
。
審
問
官
に
対
す
る
も
っ
と
も
鮮
烈
な
暴
行
事
件
は
、
＝
一
四
二

年
五
月
二
八
日
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ネ
で
の
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
お
よ
び
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
サ
ン
ー
テ
ィ
ベ
リ
と
そ
の
補
佐
た
ち
の
暗

殺
で
あ
る
。
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
は
審
問
官
自
身
が
殺
害
さ
れ
た
事
例
は
こ
の
件
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
一
二
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代

に
か
け
て
他
の
多
く
の
異
端
審
問
宮
の
手
先
が
た
び
た
び
攻
撃
さ
れ
殺
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
異
端
審
問
官
へ
の
攻
撃
は
、
四
〇
年
代
以
降

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
異
端
審
問
と
都
市
と
の
対
立
が
小
康
状
態
を
迎
え
る
の
に
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
二
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ
が
南
フ
ラ
ン
ス
貴
族
に
よ
る
大
規
模
な
反
乱
が
鎮
圧
さ
れ
た
こ
と
、
も
う
ひ
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と
つ
が
異
端
審
問
自
体
が
「
危
機
」
を
迎
え
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
一
二
～
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
は
、
異
端
は
（
百
薬
リ
派
も
ワ
ル
ド
派
も
）
い
ま
だ
に
広
範
に
拡
が
っ
て
お
り
、
と
く
に
カ
タ
リ
派
は
在
地

の
貴
族
の
な
か
に
支
持
者
を
見
出
し
、
彼
ら
に
保
護
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
は
＝
一
二
〇
年
代
に
終
わ
り
、

フ
ラ
ン
ス
の
国
王
統
治
は
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
い
て
そ
の
権
威
を
固
め
始
め
て
い
た
が
、
こ
の
地
域
が
効
果
的
に
鎮
め
ら
れ
た
と
い
う
に
は
程

遠
か
っ
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
h
包
辱
ω
（
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
＋
字
軍
で
の
抵
抗
を
お
も
な
理
由
と
し
て
領
地
を
没
収
さ
れ
た
中
小
貴
族
）
は
野
放
し
の
状
態

で
あ
っ
た
し
、
カ
タ
リ
派
異
端
は
モ
ン
セ
ギ
ュ
ー
ル
と
ケ
リ
ビ
ュ
ス
に
牙
城
を
保
持
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
＝
一
四
〇
年
代
初
め
に
、

フ
ラ
ン
ス
支
配
に
対
し
て
二
つ
の
大
き
な
反
乱
が
起
き
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ラ
ン
カ
ヴ
ェ
ル
家
の
反
乱
（
一
二
四
〇
年
）
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯

レ
ー
モ
ン
七
世
の
復
権
の
試
み
（
一
二
四
二
一
四
三
年
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
反
乱
が
ひ
と
た
び
鎮
圧
さ
れ
、
さ
ら
に
モ
ン
セ
ギ
ュ
ー

ル
と
ケ
リ
ビ
ュ
ス
の
城
も
占
領
さ
れ
る
に
至
る
と
、
異
端
審
問
官
に
対
す
る
暴
力
や
大
っ
ぴ
ら
な
抵
抗
の
証
拠
は
相
対
的
に
稀
と
な
っ
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
異
端
審
問
に
反
対
す
る
者
た
ち
に
と
っ
て
暴
力
を
と
も
な
う
抵
抗
を
組
織
す
る
の
が
よ
り
難
し
く
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
異
端
審
問
宮
の
側
も
か
な
り
の
困
難
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
と

の
対
立
を
深
め
る
な
か
で
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
ー
モ
ン
七
世
と
の
距
離
を
縮
め
、
結
果
と
し
て
教
皇
特
使
に
よ
り
南
仏
で
の
異
端
審
問
の
厳
罰

が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
教
皇
の
イ
タ
リ
ア
で
の
政
策
と
結
び
つ
い
た
外
交
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
審
問
官
が
教
皇
か
ら
の

サ
ポ
ー
ト
を
期
待
で
き
な
い
状
態
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
二
三
八
年
か
ら
四
一
年
に
か
け
て
異
端
審
問
は
実
質
的
に
一
時
停
止
と
な

　
　
　
⑱

っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
二
四
九
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
、
教
皇
の
干
渉
に
憤
っ
た
ド
ミ
ニ
コ
会
去
た
ち
は
異
端
審
問
官
と
し
て
の
仕
事
を
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

棄
し
、
異
端
追
及
の
職
務
を
在
地
の
司
教
に
委
ね
、
場
所
に
よ
っ
て
は
＝
一
五
九
年
ま
で
仕
事
に
戻
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
＝
一
五
〇
年
代

か
ら
八
○
年
代
ま
で
の
時
期
に
も
、
一
部
を
除
い
て
異
端
審
問
官
は
そ
れ
ほ
ど
活
発
に
は
展
開
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
活
動
の
記
録
は
あ
ま
り

残
っ
て
い
な
い
。

　
一
方
で
、
一
二
九
〇
年
代
に
な
る
と
再
び
異
端
審
問
に
対
す
る
反
発
が
強
ま
り
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
や
ア
ル
ビ
で
は
以
前
よ
り
も
重
大
な
暴
動
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⑳

が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
個
別
の
事
件
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
異
端
審
問
へ
の
暴
力
を
と
も
な
う
抵
抗
活

動
が
ご
一
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
と
一
二
九
〇
年
代
か
ら
一
三
二
〇
年
と
い
う
二
つ
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
異
端
審
問

が
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
と
抵
抗
も
増
大
す
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
こ
う
し
た
事
情
と
は
異
な
る
側
面
も
確
認
で
き
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は

「
異
端
」
問
題
が
、
異
端
審
問
官
あ
る
い
は
ド
ミ
ニ
コ
会
士
へ
の
暴
力
的
な
抵
抗
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
が
、
こ
の
＝
一
三
〇
年

代
の
騒
擾
を
最
後
に
こ
れ
以
降
大
き
な
抵
抗
活
動
は
起
き
て
い
な
い
。
と
は
雷
え
、
こ
の
こ
と
が
、
一
三
世
紀
半
ば
以
降
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
に
「
異
端
」
問
題
が
な
く
な
り
、
異
端
審
問
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
二
七
三
年
か
ら
八
二
年

に
か
け
て
の
供
述
記
録
や
一
三
〇
八
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
て
の
異
端
審
問
官
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ギ
ー
に
よ
る
判
決
記
録
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

お
け
る
異
端
審
問
の
活
発
な
実
施
を
物
語
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
民
が
「
異
端
」
に
関
わ
っ
て
い
る
例
は
ご
く
少
数

　
　
　
　
　
⑳

に
な
る
の
だ
が
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
異
端
審
問
に
反
発
す
る
暴
動
が
起
き
て
い
な
い
の
は
、
都
市
の
「
異
端
」
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
で
は
な

く
、
都
市
が
暴
動
以
外
の
選
択
肢
を
と
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
可
能
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
で
の

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
リ
シ
ュ
ー
に
よ
っ
て
扇
動
さ
れ
た
都
市
民
の
暴
動
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
の
対
立
と
い
う
「
異
端
」
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
は
ま
た
別
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
も
つ
抵
抗
活
動
で
あ
っ
た
。
＝
二
世
紀
後
半
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
「
異
端
」
問
題
も
、
異
端
審
問
と
の

対
立
と
は
ま
た
別
の
ベ
ク
ト
ル
で
捉
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

①
O
邑
薯
旨
Φ
評
論
。
。
の
。
鋒
G
討
§
N
§
ミ
食
§
山
ミ
S
逐
ミ
豊
玉
§
誌
ミ
職
跨

　
壁
§
ミ
霧
職
庫
N
ミ
鳶
題
さ
、
σ
α
9
駈
け
窪
巴
」
■
U
¢
＜
Φ
3
0
《
（
霊
訪
レ
ゆ
潔
）
．
（
以
下
、

　
℃
ω
匿
ω
ω
O
口
と
略
記
）
。

②
異
端
審
問
は
当
初
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
に
設
置
さ
れ
た
。
ト

　
ゥ
…
ル
ー
ズ
の
管
掌
範
囲
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
お
よ
び
ケ
ル
シ
ー
地
方
と

　
ア
ジ
ュ
ネ
地
方
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
の
管
掌
範
魍
は
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
管
区
か

ら
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
、
マ
ン
ド
、
ル
・
ピ
ュ
イ
各
司
教
区
を
除
い
た
部
分
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
ア
ル
ビ
祠
教
区
は
両
方
に
属
し
て
い
る
な
ど
、
境
界
が
明
確
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
雪
U
o
ω
ω
舞
卜
題
ミ
帖
恕
譜
N
、
簿
Q
ミ
⇔
ミ
§
、
o
ミ
。
吋
騎
ミ
謡
§
華

鴇
讐
冷
鳥
題
㍗
N
八
入
）
（
じ
ご
。
註
①
餌
仁
×
し
搾
り
）
、
窓
』
㊤
レ
総
．
歴
代
の
異
端
審
問
官

の
リ
ス
ト
と
そ
の
主
な
管
掌
範
囲
は
、
Ω
O
o
⊆
臼
。
δ
（
Φ
α
．
）
、
b
o
ら
軸
ミ
§
謎
廿
。
ミ

し・

~
ミ
、
榔
』
逗
笥
竃
謎
魯
凄
唾
ミ
ミ
恥
ミ
寒
織
ミ
窃
む
ト
籍
篭
鷺
ヘ
ミ
8
、
b
。
＜
9
ω
’
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（
↓
2
δ
器
Φ
興
℃
巴
ω
レ
8
0
）
、
＜
o
ド
H
讐
8
．
o
菱
冥
嶽

③
異
端
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
診
た
ち
を
列
挙
し
た
あ
と
、
こ
の
史
料
の
最
後
で

　
「
他
の
多
く
の
者
た
ち
も
、
異
端
審
問
官
で
あ
る
同
修
道
士
た
ち
や
そ
の
後
任
者

　
で
あ
る
他
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
有
罪
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
彼
ら
の
名
前
は
命
の

　
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
〔
彼
ら
の
〕
肉
体
は
こ
の
世
で
燃
や
さ
れ
、
〔
彼
ら

　
の
〕
魂
は
地
獄
で
ひ
ど
く
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
」
（
℃
鉱
窯
ω
ω
o
酒
糟
」
O
O
。
）
と
の
記

　
述
が
あ
り
、
異
端
者
た
ち
の
霊
的
な
処
遇
に
対
す
る
関
心
が
、
執
筆
動
機
に
関
係

　
し
て
い
そ
う
で
あ
る
。

④
℃
①
匿
ω
ω
§
も
p
。
。
。
。
山
9
・
O
o
昆
鉱
↓
げ
魯
ω
磐
。
寄
巨
毒
鳥
。
鼻
ぎ
。
・
．

⑤
℃
Φ
匿
ω
ω
。
算
薯
．
㎝
。
。
よ
H
．
・
≦
山
簿
①
o
ヨ
器
ω
曾
磐
巨
峯
帥
ヨ
h
包
駈
け
巳
臨
簿

　
く
臣
ρ
ρ
巳
田
Φ
o
Q
o
9
謬
9
〔
町
一
ω
口
き
仁
ω
ω
蕉
門
無
。
民
巴
。
甑
◎
①
ヨ
8
日
壁
臼
。
ヨ
》
．

⑥
℃
皿
三
ω
ω
8
も
p
爵
二
四
・
．
・
．
窪
ヨ
日
量
ヨ
巳
餌
誓
琶
霞
聾
一
員
。
巽
琶
冨
薮
讐
①
ヨ

　
簿
O
O
ヨ
σ
¢
ω
ε
ω
①
ω
け
》

⑦
勺
Φ
謹
器
。
口
、
℃
．
㊤
甲
㊤
O
．
・
9
・
■
堂
島
戴
8
熱
ω
姦
δ
帥
α
一
象
ω
雪
国
巳
σ
鷹
ω
．

　
實
①
ω
Φ
簿
Φ
≦
o
錠
δ
象
ロ
8
仁
5
Φ
×
窪
ヨ
巳
鋤
旨
旨
黄
口
。
ヨ
一
蝕
。
ω
Φ
Φ
置
9
、
簿
。
ω
ω
帥

　
Φ
o
毎
ヨ
簿
o
o
6
0
贔
h
①
富
葺
一
幅
ロ
興
く
謹
鋤
ヨ
け
惹
2
ρ
Φ
け
く
o
o
①
自
計
。
ぎ
讐
。
臣
。
。
O
①
居

　
≦
o
o
ω
筏
o
o
阿
ヨ
ゆ
雷
簿
ぎ
ヨ
一
鑓
艮
象
。
霧
瓜
ω
一
．
0
9
契
田
＝
震
ρ
遷
邑
冨
「
貯
斜
．

　
ω
け
け
磐
噺
Φ
ヨ
ぎ
噂
冨
8
0
0
ヨ
門
口
ω
聲
母
8
ヨ
σ
⊆
ω
＄
旧
p
α
『
o
訂
。
冨
ヨ
O
蝕
簿

　
σ
Φ
舞
①
＜
貯
王
気
。
。
ヨ
p
民
ω
9
二
。
り
簿
ぴ
紹
瓜
O
o
ヨ
薮
黛
ω
興
£
ω
9
…
》

⑧
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ギ
ー
の
判
決
に
よ
っ
て
科
さ
れ
た
刑
罰
（
全
六
三
三
件
）
の
う

　
ち
死
骸
の
焼
き
棄
て
は
六
六
件
確
認
で
き
る
。
》
．
℃
四
竃
ω
・
Ω
○
σ
葭
四
鉱
（
①
α
9
）
．
卜
恥

　
ミ
越
魯
恥
恥
Q
ミ
§
融
し
・
織
鴨
、
．
蝋
き
ミ
恥
貯
ミ
し
。
鴨
こ
N
ミ
職
Q
ミ
M
N
免
q
Q
。
∴
§
（
℃
鉾
β

　
卜
o
O
O
b
o
）
．
（
以
下
、
ω
ω
鑓
錠
島
O
葺
卜
的
と
略
記
）
。

⑨
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ギ
ー
は
、
異
端
か
ら
正
統
に
帰
る
か
、
世
俗
の
権
力
に
引
き
渡

　
さ
れ
て
身
体
が
燃
や
さ
れ
る
か
と
い
う
「
異
端
の
（
二
通
り
の
）
破
壌
」
に
つ
い

　
て
論
及
し
て
い
る
。
O
づ
興
轟
益
器
0
9
α
o
口
す
、
ミ
ら
欺
旨
§
餐
逃
職
§
冴
諏
偽
越
職
ミ

　
昼
ミ
ミ
§
黄
Φ
鳥
‘
ρ
U
o
欝
坤
ω
（
乱
撃
陣
ω
藁
。
。
。
。
9
■
O
や
曽
相
1
一
。
。
．
す
で
に
死
ん
だ
者
は

　
正
統
に
戻
る
可
能
性
が
な
い
存
在
で
あ
り
、
正
統
に
戻
る
こ
と
を
拒
否
し
た
異
端

　
者
や
「
簾
り
異
端
」
（
一
度
誓
絶
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
び
異
端
の
罪
を
犯
し

　
た
人
間
）
と
同
様
に
火
刑
に
処
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
異
端
審
問
の
刑

　
罰
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
巡
礼
、
十
字
架
着
用
な
ど
比
較
的
軽
微
な
も
の
か
ら
、
投

　
獄
、
火
刑
、
家
屋
の
破
壊
と
い
っ
た
門
異
端
者
」
の
財
産
没
収
を
と
も
な
う
刑
罰

　
ま
で
段
階
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
刑
罰
が
も
つ
意
昧
に
つ
い
て
は
、
封
建
社
会
に

　
お
け
る
神
判
や
雪
冤
宣
誓
と
い
っ
た
手
段
か
ら
、
一
三
世
紀
以
降
の
異
端
審
問
に

　
お
け
る
証
人
に
よ
る
証
言
や
記
録
の
活
用
あ
る
い
は
拷
問
と
い
う
手
段
へ
の
変
化

　
を
視
野
に
入
れ
て
、
今
後
議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い

　
て
は
、
轟
木
広
太
郎
『
戦
う
こ
と
と
裁
く
こ
と
1
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
紛
争
・
権

　
力
・
真
理
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
一
年
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

⑩
℃
Φ
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ω
。
・
o
戸
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．
㎝
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ふ
G
。
．
《
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0
8
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Φ
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・
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①
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遇
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。
α
煽
實
簿

　
旨
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自
滞
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簿
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Φ
ω
ぎ
。
評
蝉
σ
磐
け
b
8
巳
⊆
ヨ
¢
二
9
。
営
歯
釜
賢
叶
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富
呼
①
ω
噛
段
8
営
轟

　
8
歪
営
。
筥
巳
ぎ
亀
議
興
Φ
簿
霞
’
ρ
島
山
賢
。
ぴ
。
。
α
ぎ
ヨ
ぎ
Φ
。
。
、
⊆
け
9
8
び
磐
＃
興

　
0
8
冒
σ
q
讐
。
ω
帥
0
2
。
。
四
σ
磐
叶
一
昌
ご
ω
8
二
号
雪
白
》
．

⑪
メ
O
Q
ω
ω
舞
魯
ミ
噌
ロ
O
．
お
O
山
ご
剛
F
毛
。
瞑
（
＄
）
噂
勢
、
ミ
鴨
譜

　
↓
o
ミ
ミ
艶
（
a
つ
O
＝
一
〇
自
ω
Φ
■
　
H
O
刈
溝
）
、
9
」
卜
。
甲
卜
。
①
一
≦
．
い
．
≦
鋳
鼠
Φ
耳
隷
滝
撃

　
9
N
嵩
ミ
魯
§
職
§
心
ミ
吻
斡
職
§
§
の
§
き
ミ
起
き
遮
。
魯
自
S
∴
鎗
◎
（
し
d
①
葺
2
亀
、

　
一
Φ
刈
鼻
）
噂
℃
℃
．
竃
①
1
鼻
O
一
渡
邊
日
顯
紫
天
一
異
畑
蛎
審
問
㎞
講
評
三
社
、
　
一
九
九
六
年
。

⑫
℃
Φ
薫
ω
8
冨
も
P
心
？
蕩
ω
．

⑬
評
薫
ω
右
・
8
も
p
お
山
㎝
■

⑭
勺
Φ
蒙
ω
ω
。
コ
も
唱
．
胡
山
Φ
．

⑮
輪
転
ω
ω
8
も
p
。
。
㌣
。
。
メ

⑯
℃
。
疑
。
。
ω
。
P
唱
や
蒔
N
．
刈
①
．
ペ
リ
ッ
ソ
ン
の
『
年
代
記
』
は
、
異
端
者
を
断
罪
す

　
る
た
め
に
ド
ミ
ニ
コ
会
士
が
「
脅
し
扁
に
も
屈
せ
ず
い
か
な
る
障
害
も
乗
り
越
え

　
て
神
の
た
め
に
活
動
を
続
け
た
こ
と
を
示
す
た
め
の
叙
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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⑰
」
・
B
・
ギ
ヴ
ン
は
、
ご
＝
二
〇
年
代
と
四
〇
年
代
に
工
三
件
、
ご
冗
○
年

　
代
か
ら
＝
僻
三
〇
年
ま
で
に
一
入
件
の
事
件
を
確
認
し
て
い
る
。
曾
ゆ
・
O
帥
く
①
P

　
詠
§
駐
ミ
§
§
職
き
ミ
鴨
ミ
馬
⑦
象
に
聲
薯
」
一
マ
置
ρ

⑱
酋
O
。
。
。
ω
舞
魯
ミ
も
p
H
。
。
刈
ム
㎝
…
い
芝
p
・
冨
h
圃
Φ
年
号
ミ
．
隠
「
誌
Φ
ふ
ρ

⑲
ド
O
o
ω
ψ
貫
愚
．
§
も
づ
．
ミ
ω
玉
書

⑳
一
二
九
〇
年
代
か
ら
＝
壬
6
年
ま
で
の
事
件
に
は
二
つ
の
特
徴
が
見
て
と
れ

　
る
。
第
一
に
、
都
市
に
お
け
る
暴
徒
の
重
要
性
で
あ
る
。
ア
ル
ビ
ま
た
は
カ
ル
カ

　
ソ
ン
ヌ
で
八
件
も
の
反
異
端
審
問
の
暴
徒
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
暴
行

　
の
ほ
と
ん
ど
は
、
異
端
審
問
官
個
人
に
対
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
（
潜
在
的
な
）

　
密
告
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
人
へ
の
暴
行
の
ほ
と
ん
ど

　
が
異
端
審
問
官
と
そ
の
手
先
、
あ
る
い
は
異
端
捜
索
に
手
を
貸
す
教
会
閲
係
者
に

　
向
け
ら
れ
て
い
た
＝
一
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
事
情
と
の
大
き
な
違
い
で
あ

　
ろ
う
。
第
二
期
に
お
い
て
、
殺
人
が
史
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
の
う
ち
七
件

　
中
四
件
で
、
被
害
者
は
カ
タ
リ
派
の
帰
依
者
（
つ
ま
り
同
胞
）
で
あ
り
、
セ
ク
ト

　
の
他
の
支
持
者
に
よ
っ
て
口
封
じ
に
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
タ
イ

　
ユ
t
の
あ
る
女
性
は
、
舌
を
切
り
取
ら
れ
る
と
い
う
極
端
な
方
法
で
沈
黙
さ
せ
ら

　
れ
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
異
端
審
問
が
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
カ
タ
リ
派
を
追
い
詰

　
め
て
い
く
過
程
を
示
す
興
味
深
い
証
拠
で
あ
る
。
｝
．
ゆ
．
の
ぞ
。
戸
戸
Q
ミ
。
。
ミ
。
論
§
蹴

　
さ
ミ
塁
ミ
⑦
8
貯
嘗

⑳
即
切
箔
募
烈
O
ゆ
讐
ω
。
旺
p
。
巳
ω
．
ω
器
蝕
。
戸
（
①
α
o
α
．
　
㊦
僅
　
叶
「
国
α
．
）
’
簿
Q
ミ
恥
暁
貯
誌

　
§
翫
電
ミ
ミ
勘
硫
§
↓
ミ
暁
聾
⑩
§
3
6
§
ミ
曙
卜
§
畷
N
爲
§
。
㌔
肉
職
ミ
§
§
ミ

　
↓
＼
§
蔑
ミ
ご
謡
旦
↓
o
ミ
。
触
へ
恕
奪
ミ
譜
ミ
ミ
鴨
b
愚
◎
偽
ミ
ミ
露
』
鳴
N
圃
l
N
吋
融

　
（
一
U
Φ
一
匹
Φ
コ
’
ト
こ
O
一
一
）
「
じ
u
Φ
謹
聴
◎
O
昇
卜
¢

⑫
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ギ
…
に
よ
る
異
端
審
問
で
判
決
を
受
け
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都

　
市
民
は
、
全
九
四
〇
名
の
う
ち
は
二
三
名
（
男
性
七
名
、
女
性
一
六
名
）
に
す
ぎ

　
な
い
。
b
d
Φ
ヨ
農
島
O
ξ
卜
動

⑬
　
｝
閃
ユ
巴
冨
a
興
（
窪
．
）
層
℃
δ
爲
差
等
鴨
§
附
ミ
ミ
b
恥
ミ
ご
鴇
、
8
ぎ
寄
義
駄

　
肉
厚
b
σ
軸
こ
ミ
ミ
b
ミ
篤
織
§
き
軸
⑦
魯
鷺
ミ
伽
ミ
ー
G
Q
b
ミ
§
愚
ミ
N
免
N
℃

　
（
℃
窪
冨
α
巴
喜
算
一
8
①
y
一
9
§
偽
ミ
博
ミ
ミ
＼
駄
ミ
鳴
詳
餐
N
ミ
。
謎
、
し
ロ
ミ
き
ミ

　
し
ロ
ミ
§
ミ
b
ミ
賊
禽
§
択
齢
咋
、
ミ
9
ミ
艶
事
£
ミ
謡
象
瓢
一
穐
さ
§
駐
ミ
§
駐

　
き
ミ
§
ミ
、
N
－
O
§
ミ
謎
寒
ミ
帖
（
訓
じ
①
一
α
ω
口
’
ω
O
o
り
叶
0
5
’
　
H
（
α
閂
コ
’
鱒
O
O
O
）
．

第
三
章
　
王
権
と
都
市
と
審
問
記
録
1
一
嘆
願
と
恩
赦
の
墓
準

　
前
章
で
は
、
「
異
端
」
問
題
に
端
を
発
す
る
都
市
と
異
端
審
問
官
と
の
対
立
の
局
面
を
確
認
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
「
異
端
」

問
題
が
の
ち
の
時
代
の
王
権
－
都
市
関
係
の
な
か
で
扱
わ
れ
た
事
例
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
議
論
の
出
発
点
と
な
る
史
料
は
、
「
異

端
」
そ
の
他
の
犯
罪
を
理
由
と
し
て
財
産
を
没
収
さ
れ
た
人
物
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
に
よ
る
一
二
七
九
年
八
月
の
特
許

状
で
あ
る
。
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（一

j
史
料
と
そ
の
周
辺

　
ま
ず
は
こ
の
史
料
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
国
王
ブ
イ
リ
ッ
プ
三
世
に
よ
る
開
封
勅
書
（
醇
再
Φ
冨
房
韓
①
）
で
あ
る
こ
の
特
許

状
に
は
、
「
異
端
」
そ
の
他
の
犯
罪
を
理
由
に
財
産
を
没
収
さ
れ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
都
市
民
二
七
八
名
の
リ
ス
ト
が
、
国
王
に
嘆
願
し
た
代
理

人
一
二
〇
名
の
り
ス
ト
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
二
七
九
年
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
コ
ピ
ー
と
し
て
＝
三
三
年

二
月
｝
日
の
ヴ
ィ
デ
ィ
ム
ス
が
伝
来
し
て
お
り
、
E
・
ロ
シ
ャ
ー
シ
ュ
に
よ
っ
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
文
書
館
の
目
録
に
収
め
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
①

（
〉
ζ
↓
”
〉
〉
「
し
。
直
＼
G
Q
）
。
こ
の
ほ
か
に
も
う
一
点
の
写
本
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（
》
ζ
↓
』
O
心
）
。
J
・
H
・
マ
ン
デ
イ
は
、
こ
れ
ら
二
点
の
写
本
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
と
に
テ
ク
ス
ト
を
公
刊
し
て
お
り
、
リ
ス
ト
の
人
物
に
つ
い
て
判
明
し
た
情
報
も
合
わ
せ
て
掲
載
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
こ
の
特
許
状
に
つ
い
て
は
、
P
h
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
国
王
に
よ
る
恩
赦
と
い
う
文
脈
で
簡
単
に
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
J
・
H
・
マ
ン
デ
イ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

利
用
す
る
ま
で
そ
の
利
用
価
値
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
特
許
状
に
列
挙
さ
れ
た
人
物
の
同
定
が
困
難
で

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
マ
ン
デ
イ
は
こ
の
史
料
を
家
族
史
の
観
点
か
ら
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
材
料
と
し
て
用
い
る
た
め
、
リ
ス
ト
に
挙

が
っ
て
い
る
人
物
の
同
定
を
網
羅
的
・
徹
底
的
に
行
っ
た
。
名
前
を
列
挙
さ
れ
た
人
々
は
実
際
に
異
端
者
だ
っ
た
の
か
。
異
端
に
か
か
わ
っ
た

か
ど
で
財
産
を
没
収
さ
れ
た
人
々
を
完
全
に
列
挙
し
て
い
る
の
か
。
異
端
以
外
の
重
大
な
犯
罪
は
恩
赦
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
に
列
挙
さ
れ
た
都
市
民
の
「
現
実
」
に
迫
り
、
家
族
史
を
描
く
こ
と
が
マ
ン
デ
イ
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い

て
異
端
は
特
定
の
階
層
に
偏
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
男
女
・
貴
賎
を
問
わ
ず
、
異
な
る
社
会
階
層
・
集
団
が
カ
タ
リ
派
に
深
く
関
与
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
家
族
は
信
仰
に
関
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
家
族
内
で
カ
タ
リ
派
の
者
と
正
統

の
者
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
般
に
異
端
審
問
の
制
度
が
整
う
の
は
＝
一
四
〇
年
代
半
ば
以
降
の
こ
と
と
さ
れ
、
二
一

四
〇
一
五
〇
年
代
ま
で
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
カ
タ
リ
派
は
残
存
し
て
い
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
マ
ン
デ
イ
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

の
カ
タ
リ
派
は
＝
一
二
九
年
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
急
速
に
減
退
し
、
そ
の
後
、
中
小
都
市
や
農
村
部
で
の
カ
タ
リ
派
も
壊
滅
状
態
に
な
る
と
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い
う
。
つ
ま
り
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
異
端
審
問
制
度
が
整
備
さ
れ
る
以
前
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
カ
タ
リ
派
に
対
し
て
勝
利
を
確
定
し
て

い
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
マ
ン
デ
イ
に
よ
る
徹
底
的
な
調
査
に
よ
っ
て
、
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
る
都
市
民
の
素
性
が
か
な
り
解
明
さ
れ
、
家

族
構
成
や
異
端
へ
の
傾
斜
の
具
合
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
都
市
史
に
対
す
る
重
要
な
寄
与
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
マ
ン
デ
イ
の
関
心
は
あ
く
ま
で
一
三
世
紀
前
半
の
都
市
民
の
実
態
に
迫
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
一
三
世
紀
後
半
の
こ
の
特
許
状
を

取
り
巻
く
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
マ
ン
デ
イ
の
調
査
に
基
づ
き
な
が
ら
、
一
二
七
九
年
の
特
許

状
を
＝
二
世
紀
前
半
、
異
端
審
問
創
設
当
初
の
「
異
端
」
問
題
と
は
異
な
る
文
脈
で
読
み
取
っ
て
い
き
た
い
。
特
許
状
の
リ
ス
ト
は
ど
の
よ
う

に
作
成
さ
れ
た
の
か
。
都
市
一
王
権
関
係
の
な
か
に
こ
の
特
許
状
を
位
置
づ
け
て
、
都
市
に
お
け
る
過
去
の
「
異
端
」
問
題
と
文
書
利
用
の
あ

り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

（
二
）
恩
赦
へ
の
経
緯
と
一
二
七
九
年
八
月
の
特
許
状

　
特
許
状
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
辿
っ
て
お
こ
う
。
時
代
背
景
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
（
　
二
〇
九
－

二
九
年
）
と
モ
！
・
パ
リ
条
約
（
｝
二
二
九
年
目
の
後
、
ト
ラ
ン
カ
ヴ
ェ
ル
家
の
反
乱
（
＝
一
四
〇
年
）
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
ー
モ
ン
七
世
の
反

乱
（
＝
一
四
二
年
）
の
鎮
圧
を
経
て
、
レ
ー
モ
ン
七
盤
の
死
去
（
一
二
四
九
年
）
に
と
も
な
い
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ポ
ワ
テ
ィ
エ
が
伯
領
を
継

承
す
る
。
そ
し
て
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
後
継
者
を
残
さ
ず
に
死
去
し
た
こ
と
で
、
伯
領
は
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
の
手
へ
と
渡
る
（
＝
毛
一
年
）
。

都
市
民
に
よ
る
嘆
願
と
国
王
に
よ
る
恩
赦
と
い
う
｝
連
の
経
緯
は
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
か
ら
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
に
か
け
て
の
時
期
に
起
こ
っ
た
出

来
事
で
あ
る
。

　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
役
人
で
あ
り
、
後
に
国
王
役
人
と
な
る
ジ
ル
・
カ
ム
ラ
ン
痔
ミ
ミ
⇔
O
Q
ミ
ミ
ミ
は
、
＝
エ
ハ
八
年
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
か
つ
て
「
異
端
」
だ
っ
た
者
の
財
産
没
収
に
乗
り
出
し
て
い
た
。
ジ
ル
に
よ
る
こ
の
措
置
は
、
「
異
端
者
」
の
生
死
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ

り
、
か
つ
て
「
異
端
」
だ
っ
た
者
の
財
産
を
相
続
し
た
都
市
民
か
ら
没
収
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
は
言
わ
ば
、
四
〇
年
近
く
前
の
「
異
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端
」
の
有
罪
宣
告
を
復
活
さ
せ
る
措
置
で
あ
り
、
大
き
な
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
都
市
民
は
こ
れ
を
「
異
端
」
に
か
こ
つ
け
た
課
税
で
あ

る
と
し
て
不
満
を
増
大
さ
せ
、
コ
ン
シ
ュ
ル
も
、
有
罪
と
さ
れ
た
者
の
多
く
は
ず
っ
と
前
に
教
会
や
在
地
の
世
俗
権
力
と
和
解
し
て
い
る
と
主

張
し
、
も
し
い
ま
異
端
者
が
見
つ
か
っ
た
な
ら
投
獄
や
巡
礼
送
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
い
っ
そ
の
こ
と
火
あ
ぶ
り
に
し
て
ほ
し
い
と
ま
で
要

求
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
ベ
ル
ペ
ル
シ
ュ
修
道
院
長
ギ
ヨ
ー
ム
、
ト
ゥ
ー
ル
の
サ
ン
ー
マ
ル
タ
ン
修
道
院
の
司
祭
長
ピ
エ
ー

ル
、
シ
ャ
ル
ト
ル
の
参
事
会
員
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ピ
ュ
イ
ゾ
ー
の
も
と
に
訴
え
が
持
ち
込
ま
れ
、
一
二
七
九
年
三
月
二
〇
B
、
都
市
民
が
「
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

端
」
の
か
ど
で
の
財
産
没
収
を
や
め
て
ほ
し
い
と
の
嘆
願
を
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
に
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
～
二

〇
名
の
男
女
の
市
民
が
、
不
在
の
家
族
の
代
理
と
し
て
、
あ
る
い
は
他
の
人
物
の
保
護
人
と
し
て
行
動
し
て
お
り
、
こ
の
な
か
か
ら
二
六
名
の

代
理
人
が
選
ば
れ
て
パ
リ
へ
と
赴
き
、
国
王
に
嘆
願
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
受
け
て
国
王
は
一
一
一
七
九
年
八
月
に
特
許
状
を
出
し
て
「
慈
悲
」
を
示
す
。
三
月
の
嘆
願
の
経
緯
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
の
恩
赦
、
そ

れ
を
確
約
す
る
証
書
と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
こ
の
特
許
状
で
認
め
ら
れ
た
の
は
、
嘆
願
し
た
者
た
ち
が
獲
得
・
相
続
し
た
財
産
・
遺
産

は
、
そ
れ
が
た
と
え
か
つ
て
「
異
端
者
」
の
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
現
在
の
所
有
者
の
権
利
は
害
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
財
産
の
引
き
渡
し
が
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ポ
ワ
テ
ィ
エ
が
死
去
し
寺
領
が
王
領
に
編
入
さ
れ
る
以
前
に
な
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
て
G
§
焼
§
§
を
理
由
に
ジ
ル
・
カ
ム
ラ
ン
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
て
い
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
都
市
民
の
相
続
財
産
へ
の
脅
威
が
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
家
屋
破
却
の
判
決
を
受
け
た
者
は
そ
の
判
決
が
免
除
さ
れ
、
す
で
に
破
壊
さ
れ
た
家
は
再
建
を
認
め
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
二
〇
年
に
有
罪
と
な
っ
た
家
屋
に
つ
い
て
は
こ
の
恩
恵
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
こ
の
特
許
状
は
、
過
去
に
「
異
端
」
の
か
ど
で
断
罪
さ
れ
た
本
人
、
あ
る
い
は
そ
の
子
孫
が
財
産
・
遺
産
を
所
有
で
き
る
よ

う
に
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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一三世紀都市トゥーールーズにおける「異端」の抑圧と文書利用（図師〉

（
三
）
列
挙
さ
れ
た
「
異
端
者
」
た
ち

　
こ
の
特
許
状
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
の
直
後
に
教
皇
特
使
の
枢
機
卿
ロ
マ
ン
・
ド
・
サ
ン
ー
タ
ン
ジ
ュ
に
よ
っ
て
嫡
罪
を
命
じ
ら
れ
た

人
々
を
は
じ
め
、
下
々
の
王
業
編
入
ま
で
の
時
期
に
財
産
没
収
を
と
も
な
う
異
端
な
い
し
は
そ
の
他
の
犯
罪
を
理
由
と
し
て
財
産
を
没
収
さ
れ

た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
多
く
の
都
市
民
が
対
象
で
あ
り
、
特
許
状
の
最
後
の
部
分
に
、
こ
れ
ら
の
二
七
八
名
に
及
ぶ
三
々
の
リ
ス
ト
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
本
章
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
人
名
リ
ス
ト
の
構
成
で
あ
る
。
特
許
状
に
列
挙
さ
れ
た
の
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
の
終
結
以

降
に
「
異
端
」
と
さ
れ
た
人
物
の
み
で
あ
る
。
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
に
対
す
る
抵
抗
を
お
も
な
理
由
と
し
て
領
地
を
没
収
さ
れ
た
貴
族
た
ち

（
琶
鐸
ω
）
は
、
恩
赦
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
　
二
三
〇
年
代
以
降
の
時
期
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
は
異
端
審
問
の

創
設
と
い
う
要
素
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
嘆
願
の
際
に
代
理
人
が
申
告
し
た
人
物
が
そ
の
ま
ま
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
リ
ス
ト
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
人
物
の
選
定
が
な
さ
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
、
異
端
審
問
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
と
い
う
「
証
拠
」
の
有

無
が
重
要
な
条
件
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
リ
ス
ト
と
審
問
記
録
の
照
合
を
行
っ
て
み
る
と
興
味
深
い
事
実

が
明
ら
か
に
な
る
。
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

　
二
七
八
名
は
ど
の
よ
う
な
配
列
を
し
て
い
る
の
か
。
マ
ン
デ
イ
の
徹
底
的
な
同
定
に
よ
っ
て
、
リ
ス
ト
の
人
々
が
年
代
順
に
大
き
く
四
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
リ
ス
ト
の
人
物
を
示
す
際
に
は
、
マ
ン
デ
イ
に
し
た
が
っ
て
、
リ
ス
ト
に
列
挙
さ
れ

た
順
に
付
し
た
番
号
を
用
い
る
）
。
最
初
の
グ
ル
ー
プ
の
一
五
七
名
（
P
O
ω
．
一
1
一
〇
刈
）
は
、
「
異
端
」
と
の
関
わ
り
が
不
明
な
者
も
多
い
が
、
少
な
く

と
も
お
よ
そ
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
異
端
」
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
三
八
名
（
郎
O
ω
．
一
㎝
G
o
l
一
Φ
㎝
）
、
第
三

グ
ル
ー
プ
の
五
七
名
9
。
ψ
H
8
幽
認
）
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
三
四
名
、
四
九
名
が
「
異
端
し
で
あ
っ
た
。
最
後
の
グ
ル
ー
プ
の
二
六
名
（
8
ψ

ひ。

嵭
H
刈
。
。
）
の
う
ち
、
「
異
端
」
は
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
い
た
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
リ
ス
ト
で
列
挙
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
「
異
端
」
だ
っ
た
人
物
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
検
討
し
た
ギ
ヨ
ー
ム
・
ペ
リ
ッ
ソ
ン
の
『
年
代
記
』
や
異

97　（97）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

端
審
問
官
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
コ
ー
と
ジ
ャ
ン
・
ド
・
サ
ン
ー
ピ
エ
ー
ル
に
よ
る
供
述
記
録
（
＝
西
五
－
四
六
年
）
な
ど
の
史
料
で
名
前
が
確

認
で
き
る
者
が
多
数
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
異
端
審
問
記
録
の
う
ち
で
「
異
端
」
の
有
罪
宣
告
を
記
し
た
判
決
記
録
で
あ

る
。
異
端
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
と
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
サ
ン
ー
テ
ィ
ベ
リ
に
よ
る
判
決
記
録
（
一
二
三
七
i
四
一
年
間
に
は
、
七
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

名
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
都
市
民
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
じ
つ
に
四
九
名
が
リ
ス
ト
に
ま
と
ま
っ
て
登
場
す
る
。
ま
た
、
異
端
審
問
官
ベ

ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
コ
ー
と
ジ
ャ
ン
・
ド
・
サ
ン
ー
ピ
エ
ー
ル
の
判
決
記
録
（
一
二
四
六
－
四
八
年
）
に
至
っ
て
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
ト
ゥ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ル
ー
ズ
都
市
民
の
ほ
ぼ
全
員
が
リ
ス
ト
で
そ
の
ま
ま
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
異
端
審
問
官
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
コ
ー
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ

た
「
異
端
者
」
は
、
判
決
記
録
に
記
載
さ
れ
た
順
番
ど
お
り
に
リ
ス
ト
に
名
前
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
表
1
を
参
照
　
Z
。
ω
噛

曽
や
b
。
H
P
卜
。
卜
。
一
歯
G
。
メ
ト
。
ω
甲
N
潟
。
。
）
。
こ
の
事
実
が
意
味
す
る
こ
と
は
本
稿
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
リ
ス
ト
の
人
物
が
た

ん
に
判
決
記
録
で
も
名
前
を
確
認
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
特
許
状
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
国
王
役
人
が
こ
の
判
決
記
録
を
参
照
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
異
端
」
で
あ
っ
た
者
た
ち
に
関
す
る
「
証
拠
」
1
1
判
決
記
録
の
有
無
が

リ
ス
ト
化
に
際
し
て
の
基
準
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
ス
ト
作
成
に
当
た
っ
た
国
王
役
人
が
、
教
皇
直
属
の
異
端
審
問
官
の
手

に
な
る
こ
れ
ら
の
審
問
記
録
を
参
照
し
え
た
と
い
う
事
実
は
、
王
権
と
異
端
審
問
と
の
協
同
と
い
う
側
面
を
文
書
の
利
用
と
い
う
点
か
ら
も
示

　
　
　
　
　
　
⑫

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
証
拠
の
扱
い
に
つ
い
て
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
コ
ー
の
審
問
記
録
と
一
致
す
る
「
異
端
者
」
の
な
か
に
は
、

じ
つ
は
二
度
判
決
を
受
け
て
い
る
人
物
が
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ル
ノ
ー
・
ガ
レ
リ
ウ
ス
（
8
．
b
。
邑
と
レ
ー
モ
ン
・
ド
・
ス
オ
リ
オ
（
⇔
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

b。
m。
m。）

ﾍ
、
一
二
四
六
年
三
月
二
五
日
に
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
判
決
記
録
が
「
異
端
」
の
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
彼
ら
は
そ
の
判
決
の
の
ち
脱
獄
し
て
お
り
、
一
二
四
八
年
三
月
一
五
日
に
不
在
の
ま
ま
逃
亡
の
罪
で
再
度
判
決
を
受
け
て
い
る
の
で
あ

⑧る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
コ
ー
に
よ
る
判
決
記
録
に
含
ま
れ
て
お
り
、
国
王
役
人
は
リ
ス
ト
作
成
に
あ
た
っ
て
ど
ち
ら
の
記

録
も
参
照
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
国
王
役
人
は
、
財
産
没
収
を
と
も
な
う
刑
罰
を
記
し
た
前
段
の
記
録
を
一
連
の
「
異
端
」
の
証
拠
と
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一三世紀都市トゥールーズにおける「異端」の抑圧と文書利用（図師）

　　　　　　　　　　　　表1　列挙された「異端者」リストの抜粋（ベルナール・ド・コーの

　　　　　　　　　　　　　　　　　審問記録で確認できる入物）

no， 名前 Douais史料
ﾔ号

判決日

34 Pictavlnus　senior no．2：P．5 （1246／3／25）

94 Bernardus Faber no．2：　．5 （1246／3／25）

97 ohanna Turre no．11：　．31 （1246／6／24）

196 Beren　aria Montibus no．18：　，44 （1247／8／18）

197 LQmbarda Cossanis no，18：　．44 （1247／8／18）

198 Maria Huo no．18：　．44 （1247／8／18）

199 Bertrandus　de Turre no．18：　．44 （1247／8／18）

200 Arnaldus　de Planis no．20：　．49 （1247／8／25）

201 Raimundus　Petrus　de Planis no．20：　．49 （1247／8／25）

202 Poncius　de Planis no，18：　．44 （1247／8／25）

203 Willelmus Donatus no，21：　．53 （1247／9／1）

204 Ramunda Donatus no．211　．53 （1247／9／工）

205 uliana Textor no．29：　．62 （1247／10／20）

214 Petrus　de Roaxio no．1：　．2 （1246／3／18）

215 Poncius　de Gamevilla no，1：　．2 （1246／3／18）

216 Austor　a　de Resen　uis no，1：　．4 （1246／3／25）

217 Raimundus Gausbertus no．1：　．4 （1246／3／25）

218 Arnaldus Gairerius no．1：　．4 （1246／3／25）

219 AustQr　a　de Vade　la no．2：　．5 （1246／3／25＞

220 Bernarda　de MaSSOS no，13　．34 （1246／7／15）

221 Acelina MercaderiUS no，2：　．5 （1246／3／25）

222 Raimundus　de Suollio no，2：　．5 （1246／3／25）

223 Bernardus　de Lantari no．2：　．5 （1246／3／25）

224 Petrona Escし1deira no．2：　．5 （1246／3／25＞

225 Raimundus　de Villanova no．2：　．5 （1246／3／25）

226 Titborxs Gamevilla no，21　．6 （1246／3／25）

227 Vital　de Sala no，2：　．6 （1246／3／25）

228 Fabrissa Mar　uesius no．2：　，6 （1246／3／25）

229 Willelmus Arcmannus no．2：　。6 （1246／3／25）

230 Poncius Bladerius no。3：　．8 （1246／5／6）

231 Petrus　de Albe　esio no，3：　．8 （1246／5／6）

232 Raimundus Sabaterius no．3：　．8 （1246／5／6）

233 Poncius Dominici no，3：　．8 （1246／5／6）

234 Raimundし1s MaurinUS no．3：　．9 （1246／5／6＞

235 Arnalda Maurinus no．31　．9 （1246／5／6）

236 AIdri　a Laurentia no．4：　．11 （1246／5／13）

237 ernardus　de Prato no．4：　．11 （1246／5／13）

239 ohanna Solerio no，4：　．11 （1246／5／13）

240 Gui韮elma　de MansO no，4：　．11 （1246／5／13）

241 Ste　hanus　de RoaxiQ no．5：　．16 （1246／5／17）

242 Petrus Es　uivatus no．5：　．16 （1246／5／17＞

243 domina Assaut no．5：　．16 （1246／5／17）
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し
て
採
用
し
て
い
る
。
個
々
の
「
異
端
者
」
の
罪
を
最
終
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
、
国
王
の
恩
赦
に
と
っ
て
は
問
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
嘆
願
の
際
に
都
市
民
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
リ
ス
ト
の
人
物
を
、
異
端
審
問
記
録
と
照
合
し
、
財
産
没
収
の
罪
に
あ
た
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
恩
赦
の
リ
ス
ト
に
加
え
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
異
端
審
問
官
は
「
異
端
」
に
関
す
る
情
報
を
ど
の
よ
う
に
集
め
、
記
録
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
そ
の
あ
た

り
の
事
情
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ピ
ュ
イ
ロ
ー
ラ
ン
の
『
年
代
記
㎏
に
よ
る
と
、
一
二
二
九
年
一
一
月
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
の
最
中
お
よ
び
そ
の
直
後
に
実
施
さ
れ
た
審
問
で
、
教
皇
特
使
は
か
つ
て
カ
タ
リ
派
の
完
徳
者
で
あ
っ
た
と
い
う
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ヨ
ー
ム
・
ド
・
ソ
レ
ル
か
ら
「
異
端
」
に
関
わ
っ
た
人
物
の
名
前
を
聞
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
容
疑
の
か
か
っ
た
人
物
が
多
数

召
喚
さ
れ
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
と
教
会
会
議
に
集
ま
っ
て
い
た
他
の
高
位
聖
職
者
に
よ
っ
て
調
査
・
尋
問
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
職
務

は
、
＝
～
三
二
／
三
三
年
以
降
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
異
端
審
問
官
で
あ
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
出
身
の
ピ
エ
ー
ル
・
セ
イ
ラ
ヌ
ス
と
モ
ン
ペ
リ
エ
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

身
の
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ル
ノ
ー
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
二
章
で
見
た
よ
う
な
「
異
端
」
の
追
跡
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
異
端
審
問
創
設
期
に
お
い
て
、
審
問
官
は
「
異
端
」
に
関
す
る
情
報
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
か
ら
聞
き
取
り
、
そ
の
証
言
を
も
と

に
さ
ら
に
多
く
の
他
の
容
疑
者
を
見
つ
け
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
異
端
審
問
で
の
尋
問
を
経
て
最
終
的
に
判
決
を
下
す
。
異
端
審
問
官
は
そ

う
し
た
供
述
や
判
決
の
情
報
を
も
ら
さ
ず
記
録
と
し
て
残
し
て
い
っ
た
。
審
問
官
は
こ
う
し
て
蓄
積
し
た
過
去
の
記
録
を
参
照
し
、
体
系
的
に

調
査
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
四
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
索
引
の
利
用
や
他
の
審
問
記
録
と
の
照
合
な
ど
、
審
問
記
録
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
ら
異
端
者
に
関
す
る
情
報
を
効
率
的
に
引
き
出
す
手
段
が
さ
ら
に
精
緻
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
異
端
審
問
に
お
い
て
は
、
そ
の
創
設
当
初
か
ら
審
問
記
録
の
保
存
・
管
理
へ
の
関
心
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
＝
一
五
一
年
の

リ
ル
・
シ
ュ
ル
・
ラ
・
ソ
ル
グ
教
会
会
議
で
は
、
召
還
、
恩
赦
、
尋
問
、
告
白
、
供
述
、
誓
絶
、
そ
れ
に
と
も
な
う
蹟
罪
、
判
決
、
刑
罰
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
他
の
異
端
審
問
の
経
過
に
お
い
て
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
記
録
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
一
一
一
五
五
年
の
ア
ル
ビ
で
は
、
異
端
審
問
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

録
を
二
部
作
成
し
、
別
々
に
保
管
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
Y
・
ド
ッ
サ
に
よ
る
と
、
異
端
審
問
の
拠
点
で
あ
っ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
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カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
の
二
都
市
で
は
、
審
問
記
録
は
ア
ー
カ
イ
ヴ
に
お
い
て
厳
重
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯

の
権
力
の
拠
点
で
あ
っ
た
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
城
近
く
の
異
端
審
問
官
の
住
居
が
保
管
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
で
は
、
審
問
官
の
住
居

に
近
接
し
た
シ
テ
の
塔
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
塔
と
住
居
を
結
ぶ
通
路
の
ド
ア
の
カ
ギ
は
審
問
官
の
み
が
所
持
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
背
景

に
は
、
異
端
審
問
に
対
す
る
都
市
民
の
反
感
に
よ
り
文
書
庫
が
襲
撃
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
関
連
文
書
が
破
棄
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
少
な
く
な

か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
備
え
て
異
端
審
問
側
で
は
、
文
書
を
二
部
作
成
し
た
り
、
安
全
な
場
所
に
保
管
し
た
り
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
厳
重
な
文
書
の
管
理
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
審
問
記
録
は
、
そ
の
後
の
紆
余
曲
折
の
な
か
で
紛

　
　
　
　
　
　
　
㊧

失
し
た
も
の
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
に
確
認
し
た
リ
ス
ト
の
人
物
の
う
ち
判
決
記
録
と
の
照
合
が
な
さ
れ
て
い
た
人
物
以
外
に
つ
い
て

も
、
現
在
に
は
伝
来
し
て
い
な
い
判
決
記
録
を
も
と
に
確
認
が
と
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
権
は
恩
赦
に
際
し
て
、
か
つ
て
の
「
異
端
者
」
た
ち
の
情
報
を
精
査
し
な
お
す
必
要
性
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
異
端
審

問
官
が
集
め
た
「
異
端
」
情
報
に
信
頼
を
寄
せ
、
「
証
拠
」
と
し
て
採
用
し
た
。
長
ら
く
異
端
審
問
密
に
よ
っ
て
保
存
・
管
理
さ
れ
て
き
た
審

問
記
録
は
、
こ
う
し
て
特
許
状
の
リ
ス
ト
作
成
に
際
し
て
国
王
役
人
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
都
市
民
が
赦
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
め
に
は
、
彼
ら
の
有
罪
の
判
決
が
記
録
さ
れ
た
「
証
拠
」
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
異
端
審
問
宮
に
と
っ
て
異
端
追
及
の
た
め
の
手
段

で
あ
る
審
問
記
録
が
、
か
つ
て
「
異
端
」
に
か
か
わ
っ
た
都
市
民
（
の
相
続
者
）
に
財
産
を
保
証
す
る
た
め
の
「
証
拠
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

い
っ
た
ん
書
か
れ
た
モ
ノ
の
意
図
せ
ざ
る
使
わ
れ
方
の
例
を
こ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
四
幻
。
ω
。
冨
9
寄
ミ
§
§
鳶
§
の
ミ
q
ミ
§
ら
。
ミ
ミ
ミ
ミ
題
§
ミ
㌧
帖
ミ
象
息

　
N
認
9
毎
§
ミ
竃
恥
鳩
ミ
こ
職
6
膏
ミ
七
二
↓
o
ミ
ミ
嵩
魯
ω
ひ
「
凶
Φ
〉
〉
、
客
直
ヨ
貯
。
ω
一
助
9

　
（
↓
O
亘
一
〇
＝
ω
Φ
▼
｝
Q
◎
㊤
一
）
、
〉
〉
巽
＼
。
。
　
（
d
幽
い
｝
け
8
”
＼
＼
芝
毛
≦
費
。
窯
〈
Φ
ω
．
B
臨
ユ
①
1
8
率

　
δ
亘
ω
①
浄
＼
8
コ
山
。
。
〉
賢
く
の
簿
p
。
一
話
＼
聴
ゆ
ヨ
Φ
．
耳
ヨ
）
．
（
以
下
、
ト
ゥ
…
ル
ー
ズ
市
文
書
館

　
は
》
竃
↓
と
略
記
）
。
た
だ
し
、
こ
の
写
本
は
マ
ン
デ
イ
が
利
用
し
て
以
降
、
い

　
ず
れ
か
の
時
点
で
紛
失
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
は
利
用
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
｝
出
’
ζ
彰
身
、
尊
ミ
沁
魯
§
鴇
。
謡
黛
9
ミ
ミ
㌧
窯
ミ
§
ミ
。
器
雫
冨
僑
沁
e
ミ

b
覧
§
ミ
駄
N
始
送
（
6
H
O
口
口
O
、
一
〇
G
◎
㎝
）
・

③
℃
『
考
○
無
魯
．
ら
罫
や
良
計
ま
た
、
W
・
L
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
…
ル
ド
も
マ

　
ン
デ
イ
の
教
示
を
受
け
て
、
こ
の
史
料
の
特
徴
に
つ
い
て
注
で
琶
及
し
て
い
る
。

　
≦
．
財
タ
「
鉾
亀
Φ
峯
魯
■
9
野
手
マ
吋
G
。
伊
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④
そ
の
成
果
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
心
算
鎮
習
業
魯
■
ミ
も
。
．
お
刈
る
O
ω
…

　
H
α
‘
§
蕊
§
ミ
春
ミ
§
ミ
§
ミ
ミ
へ
給
帖
℃
こ
ぎ
山
々
駄
ミ
鴨
G
織
咋
ぎ
携
（
8
8
簿
ρ

　
這
㊤
O
Y
な
お
、
マ
ン
デ
イ
は
リ
ス
ト
に
挙
が
っ
た
人
物
に
つ
い
て
、
判
明
し
て

　
い
る
限
り
に
お
い
て
、
異
端
と
の
関
わ
り
は
あ
っ
た
が
、
他
の
犯
罪
と
の
関
わ
り

　
は
な
い
と
し
て
い
る
。

⑤
彼
が
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
任
務
に
あ
た
っ
て
い
る
最
初
の
例
は
、
＝
一
六
七
年
六

　
月
の
も
の
で
あ
る
。
〉
．
ζ
o
｝
巨
興
（
ひ
9
）
・
O
ミ
越
落
。
、
ミ
§
融
ミ
§
覧
ミ
無
ミ
嚇
凡
ミ

　
職
エ
S
蕊
偽
§
㌔
o
ミ
僑
舜
b
O
＜
o
一
ω
（
℃
9
鼠
ω
篇
Q
。
生
山
O
O
O
）
』
o
ω
．
窃
9
δ
P
そ
の
後
、

　
　
二
七
～
年
か
ら
七
四
年
に
は
ト
ゥ
…
ル
ー
ズ
の
異
端
者
の
根
続
人
に
対
し
て
起

　
こ
さ
れ
た
訴
訟
で
国
王
代
理
と
し
て
登
場
し
、
一
二
八
一
年
か
ら
九
一
年
に
か
け

　
て
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
ン
で
裁
判
筥
を
つ
と
め
て
い
る
。

　
幾
○
い
、
伊
｝
ρ
謬
。
ω
．
①
ω
．
①
Φ
一
〉
ζ
↓
．
〉
〉
O
Q
＼
一
α
郵

⑥
〉
目
ぼ
く
①
ω
部
毘
○
量
Φ
ρ
℃
国
H
す
窃
お
＼
㊤
9
こ
の
文
書
に
は
、
ジ
ル
・
カ
ム
ラ

　
ン
、
都
市
、
そ
れ
か
ら
ト
ゥ
ー
ル
…
ズ
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
管
区
や
ヴ
ィ
ギ
エ
管
区
で

　
使
用
さ
れ
る
国
王
の
印
章
と
い
う
三
種
類
の
印
章
が
付
さ
れ
て
い
る
。

⑦
O
§
賊
§
聾
と
は
、
国
王
ル
イ
九
世
が
一
篇
エ
九
年
四
月
；
7
～
四
日
に
異

　
端
の
か
ど
で
の
財
産
没
収
を
定
め
た
法
で
あ
る
が
（
蔑
Q
卜
；
　
け
刈
．
O
・
刈
ω
…
刈
《
）
、

　
こ
の
法
は
黒
猫
に
向
け
た
も
の
、
と
く
に
ボ
ー
ケ
ー
ル
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
の
両
セ

　
ネ
シ
ャ
ル
管
区
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
で
は
レ
ー
モ

　
ン
七
癖
期
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ポ
ワ
テ
ィ
エ
の
も
と
で
も
適
用

　
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
一
一
　
七
三
年
二
月
に
は
国
王
書
簡
で
裁
判
官
ト

　
マ
・
ド
・
パ
リ
と
フ
ル
ク
・
ド
・
ラ
ン
に
9
§
§
叫
8
の
強
化
が
指
示
さ
れ
る
な

　
ど
、
一
二
七
一
年
の
伯
領
の
王
領
編
入
後
に
こ
の
法
の
こ
の
地
へ
の
適
用
が
模
索

　
さ
れ
て
お
り
、
実
際
、
一
二
七
二
年
四
月
か
ら
七
四
年
一
月
に
か
け
て
か
つ
て
の

　
「
異
端
者
」
の
財
産
を
保
有
す
る
者
た
ち
に
対
す
る
措
置
が
ジ
ル
・
カ
ム
ラ
ン
に

　
よ
っ
て
取
ら
れ
て
い
た
。
〉
滞
謀
く
霧
コ
巴
。
欝
一
Φ
ω
．
℃
餌
「
ジ
囲
円
」
躇
。
。
．
こ
の
う
ち

　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
都
市
民
が
関
わ
る
訴
訟
は
四
件
で
あ
る
。

⑧
ペ
リ
ッ
ソ
ン
隅
年
代
記
㎞
と
リ
ス
ト
の
照
合
で
…
致
し
た
人
物
は
以
下
の
通
り
。

　
Z
o
。
。
．
一
”
9
δ
噂
目
・
δ
、
霜
響
卜
⊃
b
o
．
ト
こ
9
Q
噂
N
命
卜
⊃
μ
ω
H
ω
心
。
¶
ω
傘
濠
■
心
9
蒔
P
切
O
、
㎝
9
朝
ρ

　
①
ρ
c
◎
O
．
c
◎
Q
Q
”
Q
Q
P
目
b
の
．
時
9
這
○
。
■
お
ρ
鋸
押
竃
ρ
匡
9
置
○
。
、
一
瞬
9
δ
Q
◎
噛
♂
N
属
㊤
．

　
寄
ω
噌
蕊
一
．
拓
ト
こ
．
鵠
ω
、
冨
伊
お
9
あ
刈
甲
お
ρ
δ
ρ
6
込
の
．
込
⊃
窓
．
b
こ
脹
、
N
膳
蝉
卜
⊃
魔
’
卜
⊃
幽
ρ

　
卜
。
①
ρ
卜
⊃
㎝
倉
b
o
㎝
Q
o
．

⑨
じ
d
薫
陶
。
箭
8
器
α
Φ
響
く
薫
Φ
¶
↓
。
三
。
話
ρ
ζ
ω
O
O
ρ
こ
の
史
料
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

　
は
紛
失
し
て
い
る
が
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
異
端
審
問
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ベ
ル
ナ
ー
ル

　
と
ル
ノ
ー
・
ド
・
シ
ャ
ル
ト
ル
の
命
に
よ
っ
て
ご
一
五
八
年
一
〇
月
か
ら
ご
一
六

　
三
年
八
月
の
時
期
に
か
け
て
コ
ピ
ー
さ
れ
た
写
本
の
断
片
が
現
存
し
て
い
る
。
大

　
半
の
記
録
は
ご
～
四
五
－
四
六
年
の
も
の
で
あ
る
。
属
。
。
。
」
ピ
墨
b
。
ω
』
ρ
ω
冷
ω
。
。
、

　
⑦
ρ
○
。
ρ
○
。
押
○
。
9
嵩
ρ
H
ω
ρ
δ
ド
雛
ω
．
5
ω
・
δ
9
｝
o
O
㎝
、
H
o
O
ρ
お
ρ
6
ド
曽
9
昏
の
日
①
噂

　
b
の
一
9
b
⊃
卜
⊃
ρ
卜
⊃
Q
Q
ω
■
卜
⊃
心
ρ
N
轟
ω
、
N
①
｝
．
悼
①
P

⑩
し
d
藍
δ
筈
8
器
舞
9
郷
鷲
Φ
．
℃
巴
ρ
O
亀
①
9
8
U
8
替
■
＜
。
轡
b
。
ド
｛
。
す

　
一
A
㎝
「
1
一
Q
Q
も
。
く
■
客
O
Q
。
．
磨
9
一
8
一
〇
〇
旧
b
o
さ
。
、
鱒
《
ω
卜
σ
魍
劇
ト
っ
噂
蒔
炉
㎝
ρ
㎝
一
、
㎝
P
一
ω
ρ
一
α
o
Q
…
H
①
N

　
｝
①
㊤
山
O
ρ
｝
O
N
卜
σ
罠
な
お
、
一
二
七
九
年
の
リ
ス
ト
に
登
場
し
な
い
残
り
の
二

　
四
二
の
う
ち
、
一
四
名
は
巡
礼
の
荒
畑
も
し
く
は
財
産
没
収
を
含
ま
な
い
他
の
順

　
罪
が
科
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
ま
た
女
性
七
草
は
終
身
刑
な
ど
の
有
罪
判
決
を
受

　
け
て
い
る
が
、
残
す
べ
き
「
遺
産
し
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず

　
れ
に
せ
よ
、
財
産
に
関
わ
ら
な
い
事
案
は
リ
ス
ト
化
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た

　
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ド
ア
文
書
に
含
ま
れ
る
異
端
審
問
記
録
の
概
要
に
つ
い
て

　
は
、
ρ
ζ
o
ぎ
δ
鉾
い
．
§
“
ミ
篭
職
。
篭
§
誤
ド
こ
勘
ミ
§
円
建
、
8
Q
§
へ
寒
ミ

　
§
賎
ミ
聖
駕
§
隷
、
ミ
袋
夢
心
へ
、
N
題
旨
N
ミ
昏
題
職
鴨
8
謡
ミ
吻
き
凡
蕊
（
↓
o
巳
。
房
ρ

　
一
〇
。
G
。
O
）
．
娼
P
認
ム
ρ

⑪
じ
d
筐
§
『
8
器
8
9
器
審
．
℃
巴
ρ
ζ
Q
り
冨
け
8
8
　
○
．
O
。
量
ω
（
σ
e
．

　
b
象
袋
ミ
ミ
N
冴
暦
ミ
ミ
吻
ミ
ミ
＼
昏
、
．
ミ
無
ミ
鳶
職
鴨
N
、
§
Q
ミ
耳
輪
。
鳶
職
ミ
窮
N
鳴

　
卜
§
聴
ヘ
ミ
8
（
℃
卿
甑
ω
噂
一
Φ
O
O
）
”
＜
o
ド
ト
σ
、
薯
．
甲
○
。
ゆ
累
。
ω
．
ω
企
逡
’
Φ
メ
お
？
卜
。
8
旧

　
b
っ
竃
…
b
⊃
ω
N
b
⊃
ω
㊤
一
悼
切
卜
⊃
’
卜
⊃
α
刈
．

（102）102



～三世紀都市トゥールーズにおける「異端」の抑圧と文書利用（図師）

⑫
A
・
R
・
フ
リ
ー
ド
ラ
ン
ダ
ー
は
国
王
役
人
に
よ
る
異
端
審
問
へ
の
協
同
の
政

　
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
〉
．
即
節
気
δ
象
磐
α
Φ
吋
．
ビ
①
ω
囲
①
矯
ω
O
¢
困
9
貯
。
①

　
器
×
o
は
ω
o
ω
α
の
一
．
げ
曾
ひ
ω
一
Φ
魯
ピ
9
。
コ
ゆ
q
⊆
巴
o
ρ
く
①
虜
一
b
。
㎝
？
＜
興
ω
H
ω
し
。
O
．
’

　
罫
ら
ミ
ミ
ミ
ミ
へ
O
ミ
隷
ミ
蹄
鳩
謹
～
導
－
さ
§
鴇
野
ミ
℃
（
O
帥
三
Φ
屡
号

　
凄
呂
＄
儒
×
N
O
）
（
↓
O
巳
O
器
ρ
一
Φ
G
◎
頓
）
・
O
b
」
㊤
O
山
卜
。
ρ
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
初
、

　
異
端
審
問
を
全
般
的
に
受
け
入
れ
、
異
端
者
の
土
地
の
没
収
を
通
じ
て
王
領
地
を

　
拡
大
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
機
に
基
づ
い
た
国
王
役
人
の
態
度
が
、
服
属
し
た
南
フ

　
ラ
ン
ス
の
人
々
と
王
権
の
体
制
と
の
間
の
緊
張
を
増
加
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　
＝
一
八
五
年
に
始
ま
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
の
治
世
に
は
、
国
王
の
代
理
人
と
異
端

　
審
問
官
と
の
距
離
は
次
第
に
開
い
て
い
く
。

⑬
O
U
。
蠕
2
。
ω
．
号
ミ
』
ρ
N
．

⑭
ρ
U
8
駐
、
魯
．
ミ
』
o
・
ω
。
。
「

⑮
Ω
巨
冨
仁
ヨ
①
睡
眠
覧
餌
霞
魯
。
。
旧
9
§
§
§
、
N
ミ
？
ミ
鳶
、
Φ
匹
．
①
腐
心
9
旨

　
O
β
ぐ
①
話
8
（
℃
巴
ω
、
お
屋
）
噂
薯
．
同
調
ム
メ

⑯
ギ
ヨ
ー
ム
・
ペ
リ
ッ
ソ
ン
も
同
様
の
事
情
を
伝
え
て
い
る
。
ワ
イ
ン
商
の
ア
ル

　
ノ
ー
・
ド
ミ
ニ
ク
が
、
異
端
者
の
名
前
を
完
全
に
打
ち
明
け
な
い
限
り
命
の
保
証
．

　
は
な
い
と
ヴ
ィ
ギ
エ
に
脅
さ
れ
て
、
彼
が
知
っ
て
い
る
～
一
名
の
名
前
を
挙
げ
て

　
い
る
。
こ
う
し
て
釈
放
さ
れ
た
彼
は
、
し
か
し
後
日
、
就
寝
中
に
何
者
か
に
よ
つ

　
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
。
℃
①
謹
ω
。
。
o
ρ
b
P
①
①
よ
メ

⑰
　
一
四
世
紀
前
半
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
ー
ギ
ー
の
判
決
記
録
に
は
、
地
名
リ
ス
ト
や
都

第
四
章
　
王
権
一
都
市
関
係
の
構
築
と
記
録

　
市
贋
に
分
類
さ
れ
た
被
告
の
リ
ス
ト
な
ど
の
索
引
が
つ
け
ら
れ
、
欄
外
に
は
見
出

　
し
や
刑
罰
の
種
類
、
別
の
審
問
記
録
の
フ
ォ
リ
オ
番
号
な
ど
の
書
き
込
み
が
な
さ

　
れ
て
い
る
。
し
d
①
匿
鴛
α
の
ξ
ト
い

⑱
旨
P
ζ
き
ω
幽
（
Φ
e
■
的
§
こ
、
§
N
§
N
ミ
㌧
ミ
§
N
、
§
貸
ミ
§
N
ミ
営
ミ
ミ

　
8
ミ
ミ
ご
（
M
）
田
H
一
ω
響
一
〇
〇
一
I
N
刈
）
甲
く
。
一
悼
ω
”
8
〆
δ
甲
㊤
9

⑲
《
．
u
o
ω
ω
界
魯
ミ
も
’
ω
O
．

⑳
雪
U
8
鋸
聯
繋
．
ミ
こ
の
う
ち
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
内
容
に
つ

　
い
て
は
、
一
七
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
目
録
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
部

　
で
一
一
五
点
の
う
ち
、
記
録
簿
が
一
九
点
、
害
冊
が
五
六
点
、
覚
書
が
＝
二
点
、

　
巻
物
が
九
点
、
そ
の
他
一
八
点
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
＝
二
～
一

　
四
世
紀
初
め
の
文
書
は
計
八
二
点
あ
り
、
最
も
古
い
記
録
で
～
二
三
六
年
の
も
の

　
で
あ
る
。

⑳
　
な
お
、
王
権
に
よ
る
恩
赦
の
対
象
は
あ
く
ま
で
財
産
に
関
わ
る
事
案
で
あ
り
、

　
こ
の
特
許
状
に
よ
っ
て
「
異
端
｝
の
罪
自
体
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

　
い
こ
と
に
注
意
を
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
都
市
民

　
の
財
産
が
彼
ら
に
戻
さ
れ
る
と
い
う
保
証
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
い
う
の
も
、
す
で
に
没
収
さ
れ
た
財
塵
が
売
却
さ
れ
、
他
の
人
物
の
手
に
渡
っ

　
て
い
る
例
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
都
市
民
の
嘆
願
の
目
的
は
、
自
分
た
ち
の
財
産

　
に
対
す
る
こ
れ
以
上
の
脅
威
を
取
り
去
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

統
治
の
技
術
と
交
渉
の
作
法

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
王
権
に
よ
る
特
許
状
に
は
異
端
審
問
記
録
が
用
い
ら
れ
、
か
つ
て
都
市
民
を
「
異
端
」
と
し
て
断
罪
し
た
記
録

が
、
数
十
年
を
経
て
今
度
は
都
市
民
を
赦
す
た
め
の
「
証
拠
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
章
で
は
、
＝
二
世
紀
に
お
け
る
王
権
に
よ
る
文

書
利
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
特
徴
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
他
の
嘆
願
と
調
査
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
こ
の
特
許
状
を
一
三
世
紀
の
王
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権
…
都
市
関
係
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

（【

j
王
権
に
よ
る
統
治
の
技
術

　
新
た
な
統
治
領
域
と
な
る
南
フ
ラ
ン
ス
は
王
権
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
権
利
や
財
産
の
管
理
に
王
権
は
き
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

め
て
高
い
関
心
を
示
し
て
い
た
。
一
二
七
一
年
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
が
王
子
に
編
入
さ
れ
る
際
に
出
さ
れ
た
国
王
の
命
令
書
（
＝
毛
…
年

九
月
三
〇
日
）
に
よ
る
と
、
国
王
ブ
イ
リ
ッ
プ
三
世
は
セ
ネ
シ
ャ
ル
の
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
コ
ア
ル
ド
ン
に
対
し
て
、
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ポ
ワ
テ
ィ
エ
が
ビ
ュ
ゼ
城
に
設
置
し
た
宝
物
庫
を
獲
得
し
、
そ
の
富
の
実
際
の
価
値
を
調
査
し
て
目
録
に
ま
と
め
る
こ
と
を
命
じ
た
。
ギ
ヨ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ム
は
こ
の
命
令
を
受
け
て
ハ
～
一
月
二
二
日
に
ビ
ュ
七
城
に
赴
き
、
こ
の
命
令
書
を
示
し
て
、
同
城
と
宝
物
庫
を
差
し
押
さ
え
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
新
た
な
地
域
に
お
け
る
財
産
の
管
理
が
王
権
に
と
っ
て
重
要
な
案
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
同
じ
く
、
王
権
は
被
治
者
が
負
う
べ
き
諸
義
務
に
関
し
て
も
、
記
録
に
基
づ
く
支
配
を
展
開
す
る
こ
と
で
体
系
的
な
情
報
の
管
理
を
目
指
し

た
。
伯
領
の
王
領
編
入
の
際
に
作
成
さ
れ
た
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
差
し
押
さ
え
』
（
言
逃
ミ
§
ミ
ミ
G
§
職
§
§
§
ミ
8
§
職
）
と
い
う
史
料

は
、
新
た
に
王
権
の
統
治
下
に
入
る
地
域
の
貴
族
や
都
市
代
表
に
よ
る
王
権
へ
の
誓
約
が
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
誠
実
誓
約
と
い
う
儀
礼

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
在
地
の
諸
勢
力
と
王
権
と
の
新
た
な
関
係
が
取
り
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
記
録
に
は

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
地
方
の
諸
都
市
が
王
権
に
負
う
べ
き
軍
役
お
よ
び
ア
ル
ベ
ル
が
巴
び
①
茜
Q
と
い
う
宿
営
税
の
金
納
化
に
つ
い
て
の
情
報
も
含
ま

れ
て
い
た
（
表
2
）
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
誓
約
の
記
録
集
は
、
王
権
へ
の
忠
誠
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
岡
時
に
、
被
治
者
が
王
権
に
対

し
て
負
う
べ
き
義
務
の
情
報
を
記
載
し
た
記
録
と
し
て
の
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
王
権
は
、
国
王
の
権
利
を
明

確
に
し
て
行
政
を
効
率
的
に
展
開
す
る
た
め
に
、
文
書
に
基
づ
い
て
被
治
者
に
関
す
る
情
報
を
体
系
的
に
管
理
す
る
手
段
を
精
緻
化
さ
せ
て
い

④く
。
実
際
、
王
権
は
＝
二
世
紀
以
降
、
王
権
の
利
害
に
関
わ
る
文
書
の
管
理
に
乗
り
出
し
て
お
り
、
王
権
の
統
治
に
お
け
る
記
録
の
重
要
性
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

さ
ら
に
増
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
二
）
嘆
願
と
調
査

一三世紀都市トゥールーズにおける「異端」の揮圧と文書利用（図師）

　
こ
の
よ
う
に
王
権
は
南
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
広
域
的
な
支
配
を
展
開
し
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
で
国
王
役
人
と
各
地
の
住
民
と
の
問
に
さ
ま

ざ
ま
な
軋
櫟
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
や
ベ
ジ
ェ
で
は
、
国
王
役
人
に
よ
る
略
奪
や
権
力
の
濫
用
に
対
し
て

住
民
か
ら
数
多
く
の
苦
情
が
出
さ
れ
た
た
め
、
国
王
ル
イ
九
世
が
監
察
使
を
派
遣
し
て
、
住
民
の
不
平
に
つ
い
て
聞
き
取
り
の
「
調
査
」
（
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

心
ミ
鴇
§
）
を
行
わ
せ
て
い
る
。
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
管
区
で
の
調
査
官
の
手
続
き
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
住
民
か
ら
の
要
求

を
受
け
取
り
、
敵
対
す
る
証
人
の
申
し
立
て
を
聞
い
た
上
で
判
決
を
下
し
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
に
執
行
の
書
簡
を
送
る
。
こ
う
し

て
、
要
求
者
は
国
王
に
反
対
す
る
そ
の
後
の
す
べ
て
の
行
為
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
要
求
す
る
土
地
や
権
利
の
す
べ
て
あ
る
い
は
一
部
を
受
け

取
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
「
異
端
」
で
あ
る
か
＝
一
四
〇
年
と
四
二
年
の
反
乱
に
加
担
し

た
こ
と
が
明
ら
か
な
者
は
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
王
監
察
使
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
一
二
五
八
年
に
九
四
〇
件
の
異
端
者
や
逃
亡
者

　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
除
外
さ
れ
た
上
で
、
一
二
六
二
年
に
財
産
の
返
還
な
ど
に
関
す
る
＝
一
七
件
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
除
外
す
る
際
の
基
準
で
あ
る
。
＝
一
五
九
年
四
月
の
国
王
書
簡
に
よ
れ
ば
、
「
異
端
」
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
「
異

端
」
の
嫌
疑
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
者
が
逃
亡
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
異
端
審
問
の
最
終
的
な
判
決
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

う
。
つ
ま
り
、
異
端
審
問
記
録
と
り
わ
け
判
決
記
録
が
「
異
端
」
の
「
証
拠
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
章
で
検
討
し
て
き
た
事
例

は
、
こ
う
し
た
嘆
願
と
調
査
と
い
う
＝
二
世
紀
半
ば
以
降
の
南
フ
ラ
ン
ス
で
広
く
見
ら
れ
た
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
話
を
戻
そ
う
。
＝
一
七
九
年
の
嘆
願
以
外
に
も
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
伯
／
王
権
に
対
し
て
陳

情
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
一
二
六
五
年
ご
ろ
に
コ
ン
シ
ュ
ル
ニ
人
と
評
議
会
の
メ
ン
バ
i
二
人
が
伯
に
対
し
て
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

都
市
民
の
諸
条
項
」
（
》
ミ
§
ミ
§
ミ
ミ
憲
。
N
8
§
◎
ミ
ミ
）
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
慣
行
を
箇
条
書
き
に
し
た
嘆
願
書

で
あ
る
。
都
市
の
「
慣
習
」
を
維
持
し
て
ほ
し
い
と
の
コ
ン
シ
ュ
ル
に
よ
る
主
張
は
そ
の
後
も
続
き
、
そ
の
結
果
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
治
世
の
一
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表2　トゥールーズ地方の諸都市の軍役と饗応義務の記録

　　　（1271年11月2日～11月25日）

　　　（量トゥールーズ伯領の差し押さえjSaisifnentu”t　Comitattts

　　　Tholosani）

no． 誓約者 都市 　　，?ｘｅｒＣltum alber　aの金納 ＊1 ＊2 ＊3＊4 ＊5 ＊6

10 コンシュル Verdun ＊

12 コンシュル MerviUe ＊ 100s．　thol， ＊

13 コンシュル Flnhan ＊ 20soL　thol． ＊

14 コンシュル AucamvlUe　ler ＊ 100　soli（圭os　t卜。韮osa飛orum ＊

15 コンシュル Aucamvi賎e　2e
16 コンシュル GrisoUes ＊

17 コンシュル Saint，Rustice ＊

18 コンシュル Ondes　le1・ ＊ 70s．　thol， ＊

19 コンシュル Bescens ＊ 20s， ＊

20 コンシュル Raissac ＊ 20s．　thol． ＊

21 コンシュル la　Mot宅e

22 コンシュル Montbar宅三er ＊ 20s．　thol． 零

23 コンシュル du美30us　uet 三2s．　tllol． ＊

24 コンシュル Dleu　entale ＊

25 コンシュル Ondes　2e
26 コンシュル du　Bur　aud ＊ 100s．　thol． ＊

27 コンシュル Cadours ＊ 70s．　thol． ＊

29 コンシュル Beau　u ＊ 100s，　thol． ＊

30 コンシュル Castelnau－d塵£str6　te負）nds ＊ 150s，　thol． ＊

31 コンシュル Vmenueve ＊ 50s．　thol． ＊

32 コンシュル Bourret ＊

33 コンシュル Cordes閥Toiosanr｝es ＊

34 コンシュル Casteisarrasin ＊

35 コンシュル Saint．Por　uier 零

36 コンシュル Cas宅elma　ran ＊

37 コンシュル des　Barthes ＊ ＊ ＊

38 コンシュル Gandalou ＊

40 コンシュル An　evllle
43 コンシュル Castelf合rrus ＊

44 コンシュル Mon宅beton ＊

45 コンシュル Ronce’ac ＊

46 コンシュル Labastide，du－Tem　le ＊

47 コンシュル Gar16s ＊ 40s．　thol， ＊

48 コンシュル P6nemvil［e ＊ 23s．　thol． ＊

49 コンシュル S6ri烈ac ＊ 100　et　10　s．　tho［． ＊ ＊

50 コンシュル Vi　eron ＊

51 コンシュル du　Caus6 ＊ 50s．　thol． 串

52 コンシュル Bri　nemont ＊ 50s．出ol． ＊

53 コンシュル Mas．Grenieエ・ ＊

54 コンシュル Bouil［ac ＊ 5s．出01． ＊ ＊

55 コンシュル Faudoas ＊ 25s．　thol． ＊ ＊

56 コンシュル Goas ＊ 5s．　tho1． ＊ ＊

57 コンシュル Lar601e ＊ 3s．　thol． ＊ 寧

58 コンシュル Lacourt ＊ 50　s．　cat［urcensis？］． ＊

59 コンシュル BeauviUe ＊ 5s．　thol． ＊ ＊

60 コンシュル Montech ＊ 101i，　thol． ＊

6王 コンシュル Couture ＊

62 コンシュル Sarrant ＊ 100s．　thol． ＊

63 コンシュル Ardizas ＊ 15s．6d．　tur．［。tho1．の誤り］ ＊ ＊ ＊

64 コンシュル Drudas ＊ 30s，　thol． ＊ ＊

65 コンシュル L6vi　nac ＊ 20s．　thol． ＊ ＊

66 コンシュル EscazeaUX ＊ 25s．　thol． ＊ ＊

67 コンシュル Brivecas宅e［ ＊ 25s．　thol． ‡ ＊

68 コンシュル La　raulet ＊ 50s．　thol． ＊ ＊

69 コンシュル Fronton 100s，　thol． ＊

70 コンシュル ViUemur ＊ 201i．　Thol． ＊

72 コンシュル Buze匙 ＊ ＊

74 コンシュル Castelnaudar ＊

＊1　alberga

＊2　alberga　annuatim

＊3　alberga　（in　festo　Omnium　Sanctorum）

＊4　alberga　（in　festo　Natalis　Domini）

＊5　albergam　annuam　2　militum　et　2　equarum

＊6　pro　amparantia　et　aEberga
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一三世紀都市トゥールーーズにおける「異端」の抑圧と文書利用（図師）

二
八
三
年
に
認
可
さ
れ
、
一
二
八
六
年
に
発
布
さ
れ
る
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
』
（
O
§
簑
鴨
ミ
§
§
§
ミ
。
琶
へ
と
結
実
す
る
こ
と
に
な
つ

＠た
。
全
部
で
一
六
〇
条
項
か
ら
な
る
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
』
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
都
市
民
の
法
的
状
態
を
明
文
化
し
た
慣
習
法
書
で
あ
る

が
、
そ
の
作
成
に
際
し
て
は
、
都
市
が
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
て
お
り
、
コ
ン
シ
ュ
ル
は
都
市
の
諸
慣
習
を
整
理
・
分
類
し
、
伯
／
王
権
に

そ
の
確
認
要
求
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
都
市
に
よ
る
統
治
者
へ
の
嘆
願
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
』
は
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
た
も
の
と
言
え
る
。
都
市
は
王
権
に
よ
る
統
治
の
開
始
と
い
う
状
況
の
変
化
に
た
だ
受
動
的
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
都
市
は
交

渉
や
嘆
願
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
回
路
を
通
じ
て
諸
権
限
の
保
持
を
要
求
し
、
王
権
と
の
間
に
着
地
点
を
見
出
そ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
前
章
で
確
認
し
て
き
た
　
二
七
九
年
の
嘆
願
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
特
許
状
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
動
き
の
一
環
で
あ
り
、
都
市
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
が
王
権
に
対
し
て
数
々
な
し
て
き
た
関
係
調
整
の
試
み
の
結
果
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

①
」
・
ス
ト
レ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
二
九
〇
年
代
の
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
、
ボ
ー

　
ケ
ー
ル
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
管
区
の
一
年
の
総
収
益
は
、
パ
リ
貨
で

　
お
よ
そ
八
四
、
○
○
○
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
の
王
国
全
土
の
総
収
入

　
は
お
よ
そ
パ
リ
貨
で
四
五
〇
、
○
○
○
リ
ー
ヴ
ル
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

　
の
新
し
い
領
地
は
じ
つ
に
全
体
の
二
割
弱
の
収
益
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
に
な

　
る
。
二
子
Q
o
建
餌
く
Φ
郭
．
冥
O
吋
ヨ
磐
身
寒
α
戸
彰
彰
①
山
O
O
．
」
『
さ
ミ
塁
ミ
恥
ミ
鷺
O
ミ

　
§
蹴
聾
註
譜
愚
§
§
題
9
奪
醇
ミ
透
（
牢
冒
8
8
戸
窯
．
一
H
＄
一
）
も
。
．
ホ
ム
刈
・

②
搾
U
。
ω
ω
簿
（
巴
・
）
．
雪
雲
ミ
鳴
ミ
翰
§
O
ミ
ミ
ミ
旨
き
ミ
。
§
職
（
℃
巴
ρ
｝
⑩
①
①
）
層

　
℃
δ
o
Φ
。
。
〉
降
路
Φ
×
Φ
ρ
箒
。
．
巳
弗

③
き
ミ
』
9
鐸

④
拙
稿
「
＝
二
世
紀
南
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
誓
約
と
文
書
i
統
治
者
と
都
市
と

　
の
関
係
構
築
の
諸
相
一
」
今
谷
泉
北
噸
王
権
と
都
市
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇

　
〇
八
年
）
、
二
四
九
－
八
五
頁
。

⑤
岡
崎
敦
「
中
世
末
期
フ
ラ
ン
ス
王
の
文
書
管
理
一
「
文
書
の
宝
物
庫
」
を
め

　
ぐ
っ
て
」
雨
露
淵
㎞
一
四
三
、
二
〇
〇
六
年
、
四
三
－
八
三
頁
。

⑥
旨
ヵ
．
Q
り
嘗
p
。
畷
の
「
＼
冨
8
霧
。
陶
①
g
Φ
臼
登
二
①
ω
Φ
壼
鼠
8
ω
血
①
這
α
G
。
山
卜
。
①
卜
。

　
9
器
解
ω
機
甲
9
話
ω
①
Φ
留
O
震
8
ω
ω
o
弓
Φ
－
し
曾
δ
山
山
α
磐
ω
　
ミ
§
餐
恥

　
単
襲
ミ
≧
§
M
§
（
ζ
8
8
①
濠
Φ
弓
」
㊤
謎
）
冒
薯
．
誌
甲
お
Φ
一
Ω
．
Q
ら
幽
く
爾
ざ
ビ
Φ

　
ヨ
①
8
緊
㊦
艮
①
ヨ
①
簿
α
き
ω
竃
村
。
冨
¢
日
①
α
Φ
閃
鑓
ロ
8
段
δ
ω
Φ
口
ρ
鼠
8
ω
鳥
Φ

　
o
り
包
9
い
。
口
δ
．
．
肉
§
ミ
ミ
§
圏
§
鴨
』
①
O
（
一
㊤
G
。
ω
）
も
P
ω
山
蔭
．
向
井
、
前
掲
論
文
。

⑦
い
』
Φ
匿
①
噛
（
Φ
α
．
）
¶
陶
§
ヘ
ミ
§
物
ミ
§
、
§
恥
§
勉
◎
§
醇
ミ
譜
貯
ぎ
謹
魯

　
μ
b
。
心
（
℃
。
・
旨
」
8
心
）
胃
箸
．
㎝
幽
？
①
峯

⑧
奪
ミ
も
P
①
ち
め
ピ
た
と
え
ば
垂
髪
巳
§
曾
ω
じ
」
菩
。
慧
。
。
の
妻
竃
g
ρ
お
器
ω
冨

　
は
、
彼
女
の
母
Ω
巨
冨
ぎ
餌
力
Φ
∩
o
巳
餌
の
も
の
で
あ
っ
た
財
産
お
よ
び
権
利
を
彼

　
女
に
返
還
す
る
よ
う
嘆
願
し
た
。
…
・
：
こ
れ
ら
の
財
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
セ
ネ

　
シ
ャ
ル
冒
評
壁
昌
Φ
ω
山
①
寄
ざ
四
ヨ
ロ
ω
が
同
母
の
息
子
Q
．
ω
四
笹
踊
が
異
端
で
あ
っ

　
た
状
況
の
下
で
同
母
か
ら
財
を
不
当
に
略
奪
し
、
あ
た
か
も
（
自
身
が
）
相
続
人

　
で
あ
る
か
の
よ
う
に
そ
れ
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
か
か
る
嘆
願
を
吟

　
癒
し
た
上
で
…
…
」
き
ミ
．
や
0
卜
。
伊
鄭
。
．
一
ρ

⑨
H
．
幻
．
o
。
け
窪
く
聾
8
．
o
罫
¶
O
．
認
9
。
な
お
、
こ
の
と
き
監
察
使
は
要
求
者
に
概
ね
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好
意
的
な
決
定
を
下
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
判
決
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
一

　
四
五
名
の
個
人
の
う
ち
、
ほ
ぼ
完
全
に
好
意
的
な
判
決
が
七
五
名
、
部
分
的
に
好

　
意
的
な
判
決
が
三
三
名
と
、
否
定
的
な
判
決
が
下
さ
れ
た
三
三
名
を
大
き
く
上
國

　
っ
て
い
る
。
と
は
琶
え
、
監
察
使
は
、
入
念
に
雪
面
を
検
討
し
、
国
王
の
権
限
を

　
弱
め
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
一
切
行
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

⑩
蔑
O
卜
；
ρ
。
。
』
。
．
も
。
蜀

⑪
即
2
冨
（
ω
伽
．
）
’
卜
霧
§
馬
牒
N
§
霧
譜
§
ミ
§
絶
鳶
題
9
鴨
こ
僑
ミ
㌣
応
ミ
ミ

　
8
§
§
§
ミ
馬
鳶
鳶
題
9
（
↓
o
巳
。
器
ρ
H
O
①
O
）
．

⑫
拙
稿
「
中
世
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
よ
る
南
仏
支
配
と
慣
習
法
！
『
ト
ゥ
ー
ル
ー

　
ズ
慣
習
法
㎞
の
承
認
を
め
ぐ
っ
て
一
」
『
洛
北
史
学
㎞
五
号
、
二
〇
〇
三
年
、

　
五
ニ
ー
七
六
頁
。
ま
た
㎎
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
㎞
に
関
し
て
は
、
法
制
史
の
立

　
場
か
ら
の
以
下
の
文
献
も
参
照
。
藪
本
将
典
門
く
。
ξ
重
器
縣
。
彗
夢
話
駐
ω
ヨ
ω
ロ
。

　
話
題
。
融
。
ご
器
一
指
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
』
に
見
る
カ
ペ
ー
朝
掛
仏
支
配
の
実

　
相
－
慣
習
法
を
媒
介
と
す
る
立
法
絶
対
主
義
の
確
立
」
『
法
学
政
治
学
論
究
㎞

　
七
三
、
二
〇
〇
七
年
、
七
七
－
一
〇
八
頁
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
は
、
異
端
審
問
と
王
権
と
い
う
二
つ
の
新
し
い
権
力
に
遭
遇
し
た
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
対
象
と
し
て
、
「
異
端
」
問
題
が
都
市
を
取

り
巻
く
社
会
状
況
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
探
っ
て
き
た
。
そ
の
際
、
本
稿
が
注
目
し
た
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
参
照
あ
る
い

は
「
証
拠
」
と
し
て
の
記
録
の
利
用
と
い
っ
た
＝
二
世
紀
に
お
け
る
実
践
的
な
文
書
利
用
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
異
端
審
問
官
は
「
異
端
」
に

関
す
る
情
報
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
か
ら
聞
き
取
り
、
そ
の
証
言
を
も
と
に
さ
ら
に
多
く
の
容
疑
者
を
謝
り
出
し
て
い
く
。
彼
ら
の
供
述
や
判
決

の
情
報
は
も
ら
さ
ず
記
録
と
し
て
残
さ
れ
、
こ
う
し
て
蓄
積
さ
れ
た
過
去
の
記
録
が
参
照
さ
れ
る
。
異
端
審
問
官
は
「
異
端
」
追
及
の
手
段
と

し
て
「
調
査
」
の
た
め
の
文
書
利
用
の
シ
ス
テ
ム
を
精
緻
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
王
権
も
被
治
者
の
体
系
的
な
把
捉
の
た
め
、

文
書
の
作
成
・
利
用
の
技
術
を
発
展
さ
せ
、
国
王
の
権
利
を
明
確
に
し
て
行
政
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
、
文
書
に
基
づ
い
た
広
域
的
な
支
配

を
展
開
し
て
い
た
。
本
稿
が
取
り
上
げ
た
＝
一
七
九
年
の
特
許
状
の
発
給
は
、
こ
の
よ
う
な
王
権
・
異
端
審
問
に
よ
る
文
書
利
用
の
実
践
の
も

と
で
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
異
端
審
問
官
が
「
異
端
」
追
及
と
そ
の
断
罪
の
た
め
に
残
し
た
判
決
記
録
が
、
数
十
年
を
経
て
今
度
は
都

市
民
を
赦
す
た
め
の
「
証
拠
」
と
し
て
国
王
役
人
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
は
、
王
権
・
異
端
審
問
と
都
市
と
が
書
か
れ
た
記
録
を

媒
体
と
し
て
取
り
結
ん
で
い
く
関
係
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
一
三
世
紀
と
い
う
文
書
利
用
が
進
展
す
る
時
期
に
特
有
の
関
係
構
築
の
あ



一一 O世紀都市トゥールーズにおけるf異端」の抑圧と文書利用（図師）

り
方
と
し
て
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
　
二
世
紀
後
半
以
来
、
都
市
の
公
証
人
を
擁
し
、
独
自
の
文
書
作
成
・
管
理
を
実
践
し
て
き
た
。
こ
う
し

た
都
市
民
の
文
書
理
解
の
あ
り
方
は
、
；
一
世
紀
半
ば
の
王
権
の
進
出
と
と
も
に
徐
々
に
変
容
を
蒙
る
こ
と
に
は
な
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
、
都
市
民
が
文
書
の
役
割
に
つ
い
て
相
応
の
認
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
二
一
七
九
年
に
嘆
願
を
行
な
っ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

の
都
市
民
は
、
異
端
審
問
官
が
作
成
し
た
供
述
記
録
や
判
決
記
録
の
保
管
状
況
も
、
王
権
へ
の
嘆
願
が
認
め
ら
れ
る
に
は
過
去
の
「
異
端
」
問

題
に
つ
い
て
の
「
証
拠
」
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
分
か
っ
た
上
で
行
動
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
で
利
用
で

き
る
交
渉
の
ツ
ー
ル
を
駆
使
し
て
要
求
を
繰
り
返
す
都
市
民
の
し
た
た
か
さ
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
一
三
世
紀
初
頭
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
で
徹
底
的
な
抗
戦
の
中
心
と
な
っ
た
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
、
お
よ
そ
一
世
紀
を
経
た
一
四
世
紀

初
頭
に
は
王
政
の
な
か
の
「
良
き
都
市
σ
o
呂
Φ
＜
ε
Φ
」
へ
と
姿
を
変
え
る
。
＝
二
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
王
権
が
集
権
的
な
国
家
体
鋼
を
整
え
て

い
く
な
か
で
、
都
市
は
国
家
機
構
の
中
間
団
体
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
；
一
世
紀
半
ば
以
降
、
国
王
統
治
の
開
始

に
と
も
な
っ
て
都
市
の
「
自
治
」
へ
の
介
入
は
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
都
市
は
決
し
て
受
身
の
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
変
化
し
て
い

く
状
況
の
な
か
で
臨
機
応
変
に
対
応
し
な
が
ら
王
権
と
の
関
係
を
積
極
的
に
築
い
て
い
く
。
一
三
世
紀
に
お
け
る
王
権
一
都
市
関
係
は
こ
う
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
で
更
新
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
①
拙
稿
「
中
世
盛
期
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
と
都
市
　
　
の
法
文
化
」
『
史
林
㎞
九
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
、
三
〇
－
六
二
頁
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such　as　the　Sanj6　Oji　（third　avenue）　lead2Rg　to　Yoko　Oji，　the　Higashi　Nib6

0ji　（eastern　second　avenue）　leading　to　Nakatsu－michi，　and　Nishi　Nib6　Oji

（western　second　avenue）　leading　to　Shimotsu－michi．　The　Fujiwara　Capital

was　a　geometrically　designed　artificial　city　in　which　the　paiace　was

positioned　at　the　center　from　which　the　city　area　stretched　otttward　in

concentrlc　square　pattern．

　　Emperor　Jit6　moved　the　imperial　residence　from　the　Asu｝ca　Kiyomihara

Palace　to　the　Fujiwara　Palace　on　the　6th　day　of　the　twelfth　month　the　year

corresponding　to　694．　This　was　a　revolutionary　event　in　the　urban　history　of

Japan，　since　the　Fujiwara　Capital　was　the　first　example　of　a　planned　city

involving　an　imperial　palace．　The　emergence　of　the　Fujiwara　Capital

changed　the　traditional　setting　of　palace　and　city，　and　served　as　a　model　for

subsequent　capitals　in　this　country．

　　Furthermore，　thls　study　suggests　that　the　construction　of　this

unprecedented　capital　and　the　setting　of　the　city　grid　were　acliieved　rapidly

in　order　to　make　use　of　the　grid　that　had　been　used　for　paddy　fields．

Repression　of　1｛eresy　and　the　Use　of　the　Written　Documents　in

　　　　Thirteenth－Century　Toulouse：　The　Relationship　between

　　　　　　　　　　the　City，　Royal　Power　and　the　lnquisition

by

Zusm　Nobutada

　　This　paper　aims　to　explore　the　relationship　between　municipal　officials

and　royal　and　ecclesiastical　representatives　in　thirteenth－century　Toulouse

over　the　problems　of　heresy．　After　the　AlbigeRsian　Crusade　had　eRded　in

the　1220s，　the　Dominican　friars　were　sent　by　the　pope　into　the　city　of

Toulouse　to　identify，　prosecute，　and　punish　heretics　and　their　sympathizers

in　its　neighboring　region．　And　at　the　same　time，　the　French　royal

govemment　was　engaged　in　solid晦ing　its　authority　in　Languedoc，　and　the

Capetian　dominions　further　expaRded　to　include　the　count　of　Toulouse　in

1271．　My　study　investigates　how　the　organization　of　the　papal　inquisltion

and　the　integration　of　Toulouse　into　the　Capetian　kingdom　influenced　the
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inhabitants　of　Touiouse　in　a　context　of　the　repression　of　heresy．　Emphasis　is

placed　on　the　role　of　written　documents　and　the　use　of　the　technologies　of

writing　and　documeRt　preservation　as　a　part　of　the　art　of　governance，　for

the　governors　of　medieval　Europe　shifted　from　traditional　ways　based　on

human　memory，　toward　systems　that　extensively　utilized　writing　as　a　way

of　creating　a　perpetual　memory　of　their　activities　around　the　thirteenth

century．

　　The　inquisition　in　Languedoc　was　organized　in　the　1230s　in　response　to

growiRg　religious　rnovements，　in　particular　the　‘CatharsZ　ln　the　early　years

of　the　inquisition，　the　resistance　by　townspeople　produced　a　number　of

violent　assaults　on　the　inquisitors　and　their　agents．　ln　Toulouse，　there　vvere

spectacular　confrontations　between　inquisitors　and　citizens，　which　were

vividly　described　by　the　DominicaR　Guillaume　Pelhisson，　an　eyewitness　to

and　participant　in　some　of　the　events．　The　DominicaR　friars　and　inquisitors

encountered　formidable　resistance　by　the　citizens．　The　city’s　elected　officials

（the　consuls）　expeiled　first　the　inquisitor　Guillaume　Arnaud　on　15　October

1235，　and　then　the　entire　Dominican　conveRt　in　the　first　week　of　November

1235．　They　were　not　able　to　return　until　August　1236，　ten　months　iater．　But

oRce　the　rebellions　of　the　1240s　in　Languedoc　had　been　put　down　and　the

castles　of　Monts6gur　and　Queribus　captured，　evidence　of　open　opposition　to

the　inquisitors　becomes　relatively　・rare．　The　inquisitors　continued　their

activities　to　root　heresy　out　of　the　region，　which　would　increase　the

inquisitorial　records　hereafter．

　　　　Meanwhile　there　were　resistance　and　negotiations　between　the　consuls

of　Toulouse　and　royal　efficials．　The　consuls　negotiated　many　of　the　demands

p｝aced　upon　them　by　the　Capetian　princes　in　the　latter　half　of　£he　thirteenth

century，　i．e．　Count　Alphonse　of　Poitiers，　and　his　successor，　King　Philip　III．

This　paper　especially　explores　a　royal　diploma　issued　by　Philip　III　in　August

1279，　which　listed　278　male　and　female　citizens　of　Touiouse　whose　property

had　been　confiscated　for　heresy．　Originaliy，　on　20　March　1279，　a　group　of　120

citizens，　either　representing　absent　members　of　their　own　families　or　acting

as　tutors　and　guardians　of　other　persons，　had　met　together　with　the　royal

representatives　and　petitioned　the　king　for　amnesty．　Although　further

information　about　these　negotiations　is　scanty，　the　1〈ing　issued　the　diploma　in

August　1279，　and　under　this　amnesty　the　property　was　to　be　returned　to　the

citizens　or　their　heirs．　At　any　rate　the　diploma　finally　removed　the　threat　of

property　confiscation　for　past　heresy．　The　list　of　condemned　persons　in　this

amnesty　is　studied　in　some　detail　here，　1　argue　that　the　way　the　royal
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officials　wrote　down　this　list　indicates　the　royal　representatives　were

apparently　able　to　consult　some　inquisitorial　records，　which　were　kept　in　the

iRquisitorial　archives．　Documents　that　were　once　produced　and　preserved　by

the　inquisitors　to　condemn　heretics　were　then　admitted　as　evidence　by　the

king　to　save　the　past　heretics　or　their　heirs．

　　In　fact，　the　preservation　and　protection　of　the　records　was　a　major

coRcern　not　only　of　the　inquisitors　but　of　the　royal　government．　When

townspeople　in　Languedoc　who　were　discontented　with　the　abusive　exercise

of　power　by　the　royal　agents　petitioned　the　king，　ehe　petitions　were

accompanied　by　inquiries．　And　the　inquiries　connected　with　heretical　issues

were　based　on　the　inquisitorial　documents　1〈ept　by　the　inquisitors．　Thus　the

relationship　of　the　city　of　Toulouse　with　the　royal　authority　was　negotjated

and　constructed　on　the　basis　of　evidential　documents．

　　　　　　　　　　Forts，　Town　Walls　and　a　‘Steen　logie’：

Changing　Port　Towns　oR　the　Coromandel　Coast，　1606－1707

by

WADA　lkuko

　　Port　towns　on　the　Coromandel　Coast　generally　had　no　strong　defensive

structures　lilce　fortresses　or　town　walls　before　the　establishment　of　the

European　traders　and　trading　companies　were　formed．　At　the　beginning　of

the　seventeenth　century，　however，　the　Dutch　East　lndia　Company　（VOC）

built　a　European　style　fort　named　Geldria　at　Pulicat，　once　the　most

prosperous　port　town　on　the　Coast．　The　purpose　of　this　study　is　to　examine

the　changes　observed　at　the　Coromandel　port　towns　for　a　century　thereafter．

Here，　1　mainly　focus　oR　the　process　of　constructing　forts，　town　walls　and　a

factory　built　of　stone　at　Pulicat，　Madras　and　Masulipatnam，　the　three　port

towns　where　the　English　East　lndia　Company　（EIC）　and／or　the　VOC　had

their　factories　in　the　seventeenth　aRd　eighteenth　centuries．

　　The　first　part　of　this　study　surveys　the　existiRg　studies　on　the　patterns

and　categories　of　the　towns　or　urban　centres　in　the　pre－modern　South　lndia．

Then　it　demonstrates　the　characteristics　of　the　Coromandel　port　towns　in
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